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1 f平成 27年版成果レポート（案）Jについて

施策 111 防災・減災対策の推進

緊急課題解決1 命を守る緊急減災プロジェクト
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施策 l.1 .1 防災・減災対策の推進

【主担当部局：防災対策部】

頼 関額融盤櫨欝 麓 鶴 欝 欝 龍 麓 鱒 輯麟
県民の皆さんや県、市町および防災関係機関などのさまざまな主体が、自然災害の厳しさを共有し、

防災且減災に向けてそれぞれの役割を果たすとともに、「協倉ljJの取組が進み、災害に強い社会が形

成されています。

E重議選重量暴言語議選言議j!If l~e i w11111:1111rilm 1~1~； 1iwi1 ＇~ll~ ~wJJl 11111w11J111 
東日本大震災で明らかとなった課題や問題点をふまえた防災計画が策定されるとともに、 f自助」

「共助Jf公助jによる防災・減災対策が行われ、災害を最小限に抑える体制づくりが進んでいます。

また、防災教育が充実し、人材が育成され、県民の皆さんの自主的な防災活動が進み、地域の災害対

応力が強化されています。

｜県民指標について、高い実績値となった昨年度からは数字を下

｜げたものの、年度目標をほぼ達成したことと、活動指標につい

（ある程度進んだ） II 判断理由｜ても、ほぼ目標を達成したことから、「ある程度進んだ」と判

~主主主旦

【＊進展度： A （進んだ）、日（ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

B 

目標項目
の説明

過去 1年間に地域職場での防災活動に参加したことがある累民の割合

-2＝；－年度目標
値の考え方 I i防災活動に参加する県民の割合を、現状値から毎年度3%程度向上させることを目標として
（みえ県民力ピ［i設定しました。

ン記載内容 i

を転記）

醒霊童菌

11101 新たな

防災・減災対策
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11102 災害対
’t、 ー,, r一司J CN  e，，、ー

応力の充実 a 強
関係機関等が連

携して実施する
化（防災対策部）

防災訓練の回数
5回

11103 「協創」

による地域防災
自主防災組織の

力の向上（防災
実践的な訓練実

対策部）
施率 23. 1% 

11104 迅速な
県防災情報メー

対応に向けた防

災情報の共有化
ル配信サービス

（防災対策部）
の登録者数 36, coo人

11105 災害医

療体制の整備 災害拠点病院等

（健康福祉部医 の耐震化率

療対策局）
62. 9% 

111C6 安全な

建築物の確保
耐震基準を満た

した住宅の割合
（県土整備部） 82. 2% 

11107 緊急輸
緊急輸送道路本 ／／／ ／  

送ル トの整備
に指定されてい

る県管理道路の
（県土装備部） 91. 2% 

改良率

1110日 消妨力
消防設備等の充

レ／
向上への支援

足率
（防災対策部） 82. 8% 

11109 高圧ガ 高圧ガス等施設 ／／  
ス等の保安の確 における事故発

保（防災対策部） 生防止率 99. 6% 

（配置人員）

6回

7田

29. 0% 

27. 0% 

40, 000人

38, 500人

71. 4% 

68. 6% 

84. 5% 

83. 7% 

91. 2% 

91. 2% 

83. 3% 

82. 9% 

100. 0% 

99. 6% 
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7回

36. 0% 

27. 0% 

42, CJO人

40, 200人

68. 6% 

68. 6% 

86. 4% 

85. 2% 

91. 2% 

92. 3% 

83. 5% 

83. 3% 

100 0% 
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(104人〕

7回

1. 00 

8回

43. 0% 50. 0% 

0. 72 

31. 1% 

46, 000人 I 50, ooo人

0. 93 

42, 900人

71. 4% 82. 9% 

1. 00 
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【新たな防災・減災対策の計画的な推進】

①「紀伊半島大水害」や「平成 26年8月豪雨Jで得た教訓や災害対策基本法の改正内容などをふま

えるとともに、新た！こタイムラインの導入方針を示した「三重県地域防災計酪（風水害等対策編）」

の克直しを実施。「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）」について、南海トラフ地震対策特別

措置法に基づく推進計画と位置付けるための必要な修正を実施

②三重県地震被害想定結果をホームページ（「紡災みえ jp」）で公開するとともに、様々な機会を

捉え、リーフレット等を用いた啓発に取り組み、県民への周知を実施。被害想定調査結果のメッシ

ュデータ等、詳細なデータを市町や防災関係機関に提供するとともに、被害想定調査結果への正し

い理解と活用を促すため、市町職員を対象とした研修会（ 8月22日）を実施

③「津波避難に関する三重県モデル」の水平展凋について、熊野市の二木島町と木本町の2地区で新

たに取組を実施するとともに、紀宝町鵜殿地区でも取組を実施。また、南伊勢町、津市では昨年度

に引き続き「Myまっぷラン」＊を活用した津波避難計画作成の取組を実施。「避難所運営マニュア

ルj については、平成 25年度から継続して四日市市、伊賀市で取組が実施され、熊野市新鹿地区

では、平成 26年度から新たに取組を始めるとともに、いなベ市、名張市、南伊勢町でも取組を開

始

④防災対策部と地域防災総合事務所・地域活性化局による f地域防災危機管理会議」において、毎

月、取組の進捗状況を共有するとともに情報交換を実施

⑤「三重県新地震・津波対策行動計画」について、平成 25年度の取組結果と今後の取組の方向性を

取りまとめ、防災対策会議幹事会（ 9月 11日）において庁内の共有を図るとともに、県議会常任

委員会 Clo月8E3）に報告。また、計画については、ホームページ（「防災みえ jp J）で周知す

るとともに、冊子を印刷（ 5月 l, 200部、 7月 800部）し、市町や防災関係機関を始め、各部

局が所管する団体等にも配布し、実践への協力要請と会議やイベン卜の場を活用した啓発を依頼

⑥桑名市と木曽岬町が南海トラフ地震対策特別措置法に基づく「津波避難対策特別強化地域」の指定

から外れたことから、平成 26年4月に祭・桑名市・木曽岬町からなる「県北部海抜ゼロメートル

地帯対策協議会」を設立。実務レベルの検討会議（ 6月3白～10月15日 7回）で必要なハード‘

ソフト対策について検討を重ね、 11月7日の第2回協議会において、広域避難施設整備等に係る支

援や河川堤防の耐震対策など国への政策提言等を行う項目、津波避難施設整備等に対する支援や海

岸堤防の耐震対策など県が実施する項目、避難計＠］の作成など市町が実施する項目に仕分けるなど

の一定の整理を行い、習に政策提言を行うとともに、新たな財政支援制度を創設

⑦主要観光地における観光客の防災減災対策を進めるため、鳥羽市、紀北町と共同で観光地におけ

る課題検討を推進。また、観光地における防災対策の機運を高めるため、 6月に観光・国際局、防

災対策部、みえ防災 E 減災センタ一、鳥羽市が連携し、観光関係者や市町職員を対象とした観光防

災セミナーを開催。さらに、鳥羽市では、観光関係者による、災害時の帰宅困難者対策をテーマと

したワークショップなどが開催（10月～2月： 3回）され、県としても防災技術専門員が指導を行

うなどの支援を実施。紀北町については、民宿が集積する古里地区を対象に、観光事業者や地元自

治会等と観光客対策にかかる検討（8月～3月 3回）を実施

⑧「三重県新風水害対策行動計画」の策定について、防災会議専門部会の「防災隣減災対策検討会議」

を開催（7月、 12月）して有識者等を交えた検討を進めるとともに、市町・消防本部担当者との意

見交換（ 8～9月、 11月）、パブ、リックコメント（12～1月）などを実施し、本県における風水害

対策にかかる重要課題をふまえた40の重点行動項目を含めた、 151の行動項目を取りまとめ、

3月18日に公表

⑨原子力災害対策について、被害を受ける立場と他県からの避難者を受け入れる立場の両面から、原
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子力災害対策アドバイザーの意見を聞きながら検討を行い、取りまとめのうえ「三蒙黒地域紡災計

画（風水害等対策編）Jに記載

⑩地域滅災力強化推進補助金について、各市町のより実情に却した事業展開を支援するため、補助金

の対象用途の拡充を図り、 29市町に 245,383千円（ 3月末実績）を交付

⑪県と市町の広域的な応援回受援体制の整備について、「県と市町における災害時広域支援体制構築

連携会議」や国土交通省中部運輸局の「災害ロジスティック中部広域連絡会議三震県地域部会」に

より、災害発生時における物資支援や広域避難について、検討を実施。県境を越える広域避難につ

いては、「県北部海抜ぜロメートル地帯対策協議会Jにおける協議結果をふまえるとともに、三重

祭、愛知県、岐阜県、名古屋市で構成する「東海三票一市・木曽三川下流域等における防災対策連

絡会議Jにおいて、協議を実施

⑫東日本大震災への支援について、「三重県東日本大震災支援本部員会議」（4回開催）により全庁で

情報を共有するとともに、被災地への支援や県内避難者への被災県情報誌等の情報提供（24件配布）

を実施

【災害対応力の充実且強化】

①災害対応力の充実・強化に向け、県災害対策本部や地方災害対策部の体制について、殴上訓練によ

り活動マニュアルおよび災害対策本部体制の検証を実施

②北勢広域防災拠点について、完成の目途としている平成29年度に向けた整備を推進

③防災ヘリコプタ 「みえ」は、平成5年4月の運航開始から 22年を経過し、平成26年度の活動件

数は 248件、飛行時間は 208時間（26年度末までの活動件数5,924件、飛行時間 6,260時間）

④平成26年 9月88に国民保護図上訓練を実施し、自民保護措置に関する 遠の対応を確認

⑤大規模災害発生時に孤立が懸念される熊野灘沿岸地域において道路啓調を迅速に展開できる態勢

の整備を推進。国 E 累建設企業との連携による訓練を実施し、道路啓開墓地の整備および道路構

造の強化を推進

⑥交番ー駐在所に避難誘導資機材等を順次整備して防災機能の強化を推進

【f協創」による地域防災力の向上】

①企業防災力の向上に向け、「みえ防災・減災センタ 」に開設した相談窓口において、企業等から

の相談に企業防災アドバイザ一等が対応。 11月14日、 15巨に開催された「みえリーディング産業

展2014Jに出展し、県内企業に相談窓口の設置をPRするとともに、地域別企業防災研修を4地域

で開催

②「みえ防災・減災センター」において開講した「みえ防災さきもりコース」など3コ スの防災人

材育成講座に 48名が受講。女性に限定したみえ防災コーヂィネ タ ホの新規育成講座では、 31

名を認定するとともに、女性を中心とした専門職防災研修では 37名が修了。市町防災担当職員の

防災研修については、 8月8日から 9月 19日まで全5隠の講座を開講し、 23市町の職員が受講。

このほか、「みえ防災人材パンク」の枠組を構築し、みえ防災コーディネータ 等が、市町や地域

の防災活動支援で活躍できるよう、バンクへの登録を促進（112名）

③啓発番組（レツツ！防災）を放送し、地域や住民が主体となった防災・減災に向けた取組を中心に

紹介。また、防災シンポジウムについては、市町や「みえ防災・減災センター」と連携し、 9月27

日に伊勢湾台風55年事業（桑名市）を実施したほか、 12月68に昭和東南海地震 70年シンポジウ

ム（津市〉を開催。「防災目減災ア カイブ」の矯築に向け、昭和東南海地震に関する体験談や資

料の収集を実施

④「自主防災組織活動実態調査Jを実施。訓練の頻度が若干ながら増加するとともに、避難訓練や図

上訓練をはじめ、避難所開設運営訓練など実践的な訓練は徐々に増えているものの、県内各地域

における活動の活性化には至っていないことが判明
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【迅速な対応に向けた防災情報の共有化】

①県妨災通信ネットワーク（地上系防災行政無線、衛星系防災行政無線、有線系通信）の維持管理を

行い正常な通信を確保。また、災害拠点病院への防災行政無線機器の設置を推進するとともに、防

災ヘリコプ安一周無線通信設備の再整備に着手

②気象情報岨災害情報等の収集および県民への迅速的確な提供を行うとともに、「防災みえ jpメ

ール配信サービス」を実施。また、新しい防災情報プラットフォ ムの構築に向けた概要構想を作

成

③警察本部が保有するへリコプヲーに搭載したヘリコプターテレビシステムにより、三重県総合！坊災

訓練（図上訓練）に対応して狭像配信するなど、災害発生時の情報収集・伝達訓練に努めたほか、

老朽化により故障したヘリコプターテレビシステムの更新に向けた取組を推進

【災害医療体制の整備】

①災害拠点病院等の耐震化工事に対する補助を実施（3病院で工事実施、うち2病院に補助を実施）

②災害医療コ ディネ タ を対象とした研修会を開催するとともに、災害医療訓練等への災害医療

コディネ タ の 参 加 を 促 進

③医療従事者を対象とした研修を実施するとともに、 DMAT* （災害派遣医療チーム）を対象とし

た訓練や研修へのDMA T隊員の参加を促進

④災害医療訓練等を通じて三重県災害医療対応マニュアルの実効性を確認

⑤地域の実情に即した災害医療体制の髪備について、検討・協議・情報交換等を行う地域災害医療対

策会議を開催

【安全な建築物の確保】

①木造住宅の耐震化を促進するため、未耐震の住宅所有者への住宅戸別訪問、診断を終えた方を対象

とした耐震補強相談会を市町と連携して実施するとともに、木造住宅の耐震診断や補強工事等に対

する補助を実施

②不特定多数が利用する大規模建築物等（ホテル、旅館等）の耐震対策を支援するため、耐震診断お

よび耐震改修の補助を実施

［緊急輸送ルートの整備］

①災害時に人員や物資などの交通（輸送）が確保されるよう、緊急輸送道路＊に指定されている県管

理道路の整備を推進

【消防力向上への支援】

①「三重県消防広域化推進計画（改訂版）」（平成 26年3月策定）に基づき、広域化の検討に取り組

む地域への情報提供等の支援を実施

②消防救急無線（共通波）のデジタル化の整備。平成 27年4月の運用開始に向け、県内消防本部で

構成する消防救急無線デジタル化推進協議会と連携し、維持管理を含めた運用方法を検討

③消防団の充実強化を図るため、三重県消防協会と連携し匝員の入団促進等に取り組むとともに、消

防学校における消防団幹部科課程の見直しを実施

④救急救命活動の向上を図るため、救急救命士の養成を支援し、資質の向上！こつながる講習等を実施

［高圧ガス等の保安の確保】

①防災アセスメントの調査結果について、 6月に開催された四日市コンビナー卜防災協議会を通じて

コンビナート事業者への説明を実施。 7月にはコンビナ ト事業所の安全対策を推進するため、コ

ンビナート事業者を対象とした保安対策セミナーを開催。石油コンビナー卜の防災対策がより促進

されるよう「三重県石油コンビナート等防災計画」の見直しを実施

②高圧ガス等を取り扱う事業者等に対して保安検査及び立入検査等を実施
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臨麟謹謹盟関職鞠轟麓轟轟轟臨醸轟鞠議離甑譜爵議額融輔購離職轍鱒鞠
【新たな防災目減災対策の計画的な推進】

①平成25年度に公表した「三重県地域防災計闘（地震・津波対策編）」および「地震被害想定調査結果」

を受けて「市町地域防災計画Jの修正に取り組む市町からの支援要請に応えるとともに、必要なデータ

提供を行いました。「三重県地域防災計画（嵐水害等対策編）Jの見直しについては、「紀伊半島大水害」

や「平成26年8月豪雨Jで得た教訓や災害対策基本法の改正などをふまえ、「三重県版告イムライン（仮

称）」を新たに策定することなどの新規対策を加えた見直しを行い、 3月に公表しました。今後はこの

方針に基づき、着実に風水害対策を進める必要があります。「地域防災計画（地震・津波対策編）」につ

いても、南海トラフ地震対策特別措置j去に基づく推進計画と位置付けるために必要な修正を行い、 3月

に公表しました。市町の地域防災計画についても同様の見直しが進められているところであり、引き続

き必要な支援を行う必要があります。

②三重県地震被害想定結果をホームページ（「防災みえ jp J）で公開するとともに、様々な機会を

捉え、リーフレット等を用いた啓発に取り組み、県民への周知を図りました。また、被害想定調査

結果のメッシュデ、 タ等、詳細なデータを市町や妨災関係機関に提供するとともに、被害想定諮査

結果への正しい理解と活用を促すため、市町職員を対象とした研修会（8月22日）を実施しました。

今後も引き続き、県民への周知を図るとともに、市町や防災関係機関、企業等が避難対策の検討や

ハザードマップの策定、 BC P＊の策定等、地震被害想定調査結果の防災 減災対策への具体的な

活用を進める際の様々な支援要請に応じていく必要があります。

③「津波避難に関する三重県モデル」の水平展言語について、地域防災総合事務所・地域活性化局と達

携し、実践的なワークショップなど地域の取組への実地支援や財政支援を行った結果、熊野市の2

地区で新たに取組が行われたほか、鳥羽市、紀宝町でも取組が始まるなど、合わせて5市町 16地

区で取組が行われましたが、北中部への広がりがない状況にあります。「避難所運営マニュアル」

についても同様に、取組に対する実地支援を行った結果、名張市内の4地区で作成に取り組まれた

ほか、いなべ市や熊野市でも取り組まれるなど、合わせて7市町 17地区で取組が行われました。

今後は、より…層、県内各地域への水平震闘を図り、災害時要援護者をはじめとする避難者が、安

心して避難生活を送ることのできる体制を整備する必要があります。

④防災対策部と地域防災総合事務所・地域活性化局による「地域防災”危機管理会議」において、毎

月、取組の進捗状況の共有や情報交換を実施しました。今後も引き続き、地域や住民の自主的な取

組が促進されるよう、本庁と地域機関との連携を強化していく必要があります。

⑤「三重県新地震・津波対策行動計画jについて、平成 25年度の取組結果と今後の取組の方向性を

取りまとめました。結果については、防災対策会議幹事会（9月 11日）において庁内の共有を図

るとともに、県議会常任委員会（10月8日）に報告しました。また、計画については、ホームペー

ジ（「防災みえ jp」）で周知するとともに、冊子を印刷（ 5月 1, 200部、 7月 800部）し、市

町や防災関係機関を始め、各部局が所管する団体等にも配布し、実践への協力要請と会議やイベン

トの場を活用した啓発を依頼しました。今後も計商の着実な推進を図るとともに、さらなる広報に

努める必要があります。

⑥桑名市と木曽岬町が南海トラフ地震対策特別措置法に基づく「津波避難対策特別強化地域」の指定から

外れたことから、県として、直ちにこの地域の防災・減災対策の検討に着手し、平成26年4月に、県’

桑名市・木曽岬町からなる「県北部海抜ゼロメ トル地帯対策協議会」を設立しました。その後、実務

レベルの検討会議（6月3日～10月 15E3 : 7自）において必要なハードーソフト両面からの対策につ

いて検討を重ね、 11月7日の「第2由県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会Jにおいて、広域避難施

設整備等に係る支援や河川堤防の耐震対策など国への政策提言等を行う項目、津波避難施設整備等に対

する支援や海岸堤防の耐震対策など県が実施する項目、避難計画の作成など市町が実施する項目に仕分
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けるなどの…定の整理を行い、秋の政策提言活動において国に政策提言を行いました。加えて、「県北

部海抜ゼ口メ トル地帯避難対策推進補劫金」を創設し、荷市町の津波避難対策の取組を支援する仕組

みを構築しました。今後は、関係市町とともに広域避難の具体的な方策を検討構築し、国への政策提

言活動も実施しながら地域の安心’安全の確保につなげていく必要があります。

⑦「三重県新地震・津波対策行動計闘」の重点項目に位置付けた主要観光地における観光客の防災 w

減災対策を進めるため、平成 26年度は鳥羽市、紀北町と共同で観光地における課題検討を進める

こととし、両市町との協議を進めました。また、観光地における防災対策の機運を高めるため、 6

月に観光・国際局、防災対策部、みえ防災・減災センタ一、鳥羽市が連携し、広く観光関係者や市

町職員を対象とした観光防災セミナーを開催しました。これを受けて鳥羽市では、 10月に、観光関

係者による、災害時の帰宅困難者対策をテーマとしたワークショップなどが開催（10月～2月： 3

図）され、県としても防災技術専門員が指導を行うなどの支援を実施しました。また、紀北町にお

いて、民宿が集積する古里地区を対象に、観光事業者や地元自治会等と観光客対策にかかる検討（8

月～3月 3回〕を行いました。今後も両市町と連携し、津波避難対策や帰宅思難者となった観光

客への対策など、具体的な課題設定に基づく対策の検討と実践を進めていく必要があります。

⑧「三重県新風水害対策行動計闘」の策定に取り組み、有識者等からなる「防災・減災対策検討会議（7

月、 12月開催）等の審議内容や議会やパブリックコメントなどの意見等をふまえながら関係部局、市町、

関係機関等との調整を図り、「三重県版亨イムライン（仮称）」の策定を始めとする 40の重点行動項巨を

含めた 151の総合的な風水害対策にかかる行動項自を取りまとめて平成27年3月に公表しました。

今後は、計画lこ掲げた行動項目を着実に実践していく必要があります。

⑨原子力災害対策について、被害を受ける立場と他県からの避難者を受け入れる立場の両面から、原

子力災害対策アドバイザーの意見も聞きながら引き続き検討していく必要があります。

⑩地域減災力強化推進補助金について、津波避難施設や津波避難路整備、避難所の機能強化対策など、

29市町の 170事業に対して 245,383千円（ 3月末実績）を補助し、県内各市町の防災・減災対策の

推進に活用されましたが、今後、市町の防災・減災対策の取組方向もふまえ、「三重県新地震・津

波対策行動計画Jの中間評価を行う平成 27年度に津波避難対策等を重視した現行制度の見直しに

ついて検討を行っていく必要があります。

⑪県と市町の広域的な応援 受援体制の整備について、「県と市町における災害時広域支援体制構築

連携会議」や国土交通省中部運輸局の「災害口ジスティック中部広域連絡会議三重県地域部会」に

より、災害発生時における物資支援や広域避難について、引き続き検討を進める必要があります。

また、広域避難について、「県北部海抜ゼロメートJI,,地帯対策協議会」における協議結果をふまえ

るとともに、県境をも越える調整が必要となることも考えられることから、三重県、愛知県、岐阜

県、名古屋市で構成する「東海三県 市・木曽三川下流域等における防災対策連絡会議」において、

県境を越える広域避難について協議を行っており、引き続き検討を進める必要があります。さらに、

県と市町の災害時の人的広域支援体制として派遣チ ムを編成していますが、台風接近持には必要

に応じですみやかに市町へ派遣を行う必要があります。

⑫東日本大震災への支援について、会庁的に取り組み、被災地への職員派遣を行うとともに、派遣職

員等からの報告により、被災地の状況把握に努めました。また、派遣職員の活動記録集を作成“配

布したほか、四周年追悼式を実施するなど、震災の記憶の風化防止等に努めました。被災地支援と

しては、県内学生等による被災地との交流事業等を実施、県内避難者には、被災地の情報紙を配布

するなど支援情報を提供しました。引き続き職員派遣や交流・支援に取り組むとともに、県内避難

者に必要な情報を届ける必要があります。

［災害対応力の充実・強化］

①災害対応力の充実 E 強化に向けて、平成 24、25年度に整備した県災害対策本部や地方災害対策部

の体制について、図上訓練により活動マニュアルおよび災害対策本部体制の検証を行い、さらに災
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害対応力の強化を進めるとともに、実動訓練により救出回救劫機関等との連携強化を図っていく必

要があります。

②北勢広域防災拠点について、完成の目途としている平成 29年度に向けて整備を進める必要があり

ます。また、県南部地域の災害時の孤立対策として、航空燃料の備蓄に向けた取組を進める必要が

あります。

③防災ヘリコプタ－ IみえJは、老朽化が懸念される機体更新を行い、平成 29年度に運用できるよ

う整理しました。今後はへリコプタ…本体の機体更新に向けた事務を円滑に進めていく必要があり

ます。

④国民保護図上訓練の実施により明らかになった課題等を整理し、国民保護対策本部活動要領等の見

直しを行うなど、実効性を高める必要があります。

⑤道路啓開基地については平成 27年度までに 14箇所で整備する計商のもと 10笥所で、道路構造の強化

については平成27年度までに 21筒所で整備する計画のもと 8箇所で、それぞれ整備を進めました。引

き続き道路啓開基地の整備および道路構造の強化を進め、全ての計画笥所を完了させるほか、平成 24

年度に策定した道路啓開マップを活用した国 県建設企業の連携による訓練を実施することで、迅速

な道路啓開作業に向けた態勢整備を推進する必要があります。

⑥交番・駐在所に避難誘導資機材等を順次整備して防災機能の強化を図っていますが、大規模な地震

に備えるためには施設そのものの整備を進める必要があります。

【「協創Jによる地域防災力の向上】

①企業防災力の向上については、「みえ防災・減災センターj lこ開設した相談窓口において、企業等

からの相談に企業防災アドバイザ一等が対応するとともに、 11月 14日、 15Bの両日に開催された

「みえリーデイング産業展2014Jjこ出展し、県内企業への相談窓口の周知を図りました。また、地

域別企業防災研修を4地域で開催するなど、企業のBc P作成と地域と企業の連携を促進する取組

を行いました。引き続き、「みえ企業等防災ネットワーク」キにおいて、相談窓口を積極的に活用す

るなど、「みえ防災・減災センター」との連携を深めながら取組を展開していく必要があります。

②「みえ防災・滅災セン合一」において調講した「みえ防災さきもりコース」など3コースの防災人

材育成講座では、合わせて 48名が受講しました。また、女性に限定したみえ防災コーディネータ

ーの新規宵成講康では、 31名が認定を受けるとともに、女性を中心とした専門職防災研修では 37

名（うち女性別名）が修了しました。市町防災担当職員の防災研修については、 8月8日から 9

月 19日まで全5図の講座を開講し、市町の職員等（延べ 150名）が受講しました。このほか、新

たに「みえ防災人材バンク」を創設し、みえi坊災コーディネータ一等が市町や地域の防災活動支援

の場で活躍できる仕組みを構築して、バンクへの登録を促進しました（112名）。また、平成 27年

度は、みえ防災コ ディネーターなど個々の妨災人材の育成、活用だけでなく、地域防災の要とな

る消防団や自主防災級織の機能強化と相互の連携を強化するための新たな枠組みを設けることと

しており、これら事業を推進する必要があります。

③メディアを活用した啓発については、啓発番組（レッツ！防災）を放送し、地域や住民が主体とな

った取組を中心に紹介しました。また、防災シンポジウムについては、市町や「みえ防災・減災セ

ンタ 」と連携し、 9月27日に伊勢湾台風55年事業（桑名市）を実施したほか、 12月6日に昭和

東南海地震 70年シンポジウム（津市）を開催しました。また、「防災・減災アーカイブJの構築に

向け、昭和東南海地震に関する体験談や資料の収集に取り組みました。引き続き、県民の防災への

関心を高め、危機意識の醸成を図るための啓発事業を実施し、県民の防災意識の向上に結び付けて

いく必要があります。

④「自主訪災組織活動実態調査Jの結果から、訓練の頻度が若干ながら増加するとともに、避難訓練

や図上訓練をはじめ、避難所開設運営訓練などの実践的な訓練が徐々に増えているものの、県内
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各地域における活動の活性化には至っていないことが分かりました。今後は、防災訓練などの防災

活動への、より多くの個人の参加を図るため、自主防災組織の組織力向上による活動の活性化を地

域防災力の強化につなげるための新たな取組として進めていく必要があります。

【迅速な対応に向けた防災情報の共有化】

①県防災通信ネットワ ク（地上系防災行政無線、衛星系防災行政無線、有線系通信）の維持管理を

行い正常な通信を確保するとともに、テレビ会議など新しい機能の利用方法等について周知してい

く必要があります。また、災害拠点病続への防災行政無線機器の設置を進めるとともに、防災ヘリ

コプタ一月無線通信設備の再整備を進めていく必要があります。

②気象情報’災害情報等の収集および県民への迅速・的確な提供を行うとともに、「防災みえ Jpメ

…ル自己信サービス」について、イベン卜等で内容の周知を函りました。災害発生時に迅速かつ的確

な行動に活用していただけるよう、より積梅的な活用田登録を図るとともに、情報伝達手段を多様

化するため、 Lアラー卜の運用に向けた取組を進める必要があります。また、気象情報、災害情報

等が、より迅速・適確に収集目共有し、県民にわかりやすく提供できるよう、新しい妨災情報プラ

ットフォ…ムの概要構想をもとに、システム構築に向けた準備を進めていく必要があります。

③警察本部が保有するへリコプ安一「いせJに搭載するヘリコプターテレビシステムは、アナログ方

式で老朽化も著しく、現在はカメラ機能が故障しているため、代替機器によって情報収集＝伝達体

制の維持に努めています。大規模災害発生持には、早期の被害概要の把握が不可欠となりますので、

向システムのデジタル化更新を早急に進めていく必要があります。

【災害医療体制の整備】

①災害拠点病院等の耐震化については、耐震化工事を実施していた3病践のうち 1病院の工事が完了

しました。今後、耐震化工事が未実施の病院に対して、耐震化を働きかける必要があります。

②災害医療コーディネーター研修については、国の災害医療コ ディネ ト研修会の内容を伝達する

集合研修を 1回実施し、コーディネ－?1-39人中 30人が参加しました。また、災害発生時の初動

対応について、地域の実情に即したより実践的な実習を中心とする地域別研修会を4地域で開催し

ました。今後、災害医療コーディネーターが、災害時に迅速かつ適切な対応ができるよう、災害医

療訓練等への参加を促進するとともに、研修や訓練を通じて、危機管理に対する意識を高め、災害

対応力の向上を殴っていく必要があります。

③医療従事者の研修については、 DMA Tを対象とした園の研修に延べ 72人が参加するとともに

看護師等を対象とした災害看護研修に延べ 293人、医師を対象とした災害時検案研修に 122人が参

加しました。また、国が実施する実動訓練、黒総合防災訓練に県内のDMA Tが参加しました。災

害時に必要な医療を迅速かつ適切に提供できる体制を確保するため、今後も引き続き、医療従事者

を対象とした研修や実動訓練への参加を促進し、災害対応力の維持向上を図る必要があります。

④県総合防災訓練、保健医療部隊図上訓練等の災害医療訓練において、災害医療対応マニュアルに基

づく職員の動き等を確認しました。今後も災害医療訓練を通じてマニュアルの実効性について確認

していく必要があります。

⑤地域災害医療対策会議を9地域で開催し、地域の災害医療に関する体制整備に向けた協議や情報交

換等を行うとともに、 6±也域で情報伝達等訓練を実施しました。今後も会議や訓練を通じて関係機

関の連携強化を図り、地域の災害医療体制を整備していく必要があります。

【安全な建築物の確保】

①木造住宅の耐震化を促進するため、住宅戸別訪問をはじめとした様々な普及啓発に取り組むとともに、

無料耐震診断、設計や補強工事への補助を行いましたが、耐重量補強工事の実績は減少傾向にあります。

耐震化促進のためには、診断を終えた方が補強工事を実施するよう促す直接的な取組等、さらなる普及

啓発が必要です。
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②不特定多数が利用する大規模建築物等のうち、耐震診断が義務化された建築物7棟が耐震診断に着手し、

5棟の耐震診断が終了しました。避難所として活用される建築物（ホテル、旅館等） 1棟が補助制度を

活用した耐震改修に着手しました。さらなる耐震化を促進するためには、市町と連携して対象となる建

築物の所有者に早期の耐震化を働きかけるとともに、耐震診断および耐震改修の支援を行う必要があり

ます。

【緊急輸送ル 卜の整備】

①緊急輸送道路に指定されている県管理道路の整備に重点的かつ効率的に取り組み、平成26年4月初日

に国道477号西浦バイパスエ区を供用開始しました。引き続き、大規模災害から県民の皆さんの命と暮

らしを守るため、残る 5路線の整備および橋梁の耐震対策を進めていく必要があります。

【消防力向上への支援】

①「三重県消防広域化推進計闘（改訂版）J （平成 26年3月策定）に基づき、広域化の検討に取り組

む地域への情報提供等の支援を行い検討を進めました。今後、各地域の協議の進展状況等に応じた

効果的な支援を実施していく必要があります。

②消防救急無線（共通波）のデジタル化について、工程どおり整備を完了するとともに、消防救急無

線デジタル化推進協議会と連携して、運用開始に向けた準備を進めました。平成 27年4月から、

三重県市町総合事務組合が管理運営を行うことから、運用初年度においては、消防本部と連携して、

円滑に運用できるよう必要な支援を行っていく必要があります。

③消防団について、市町や三重県消防協会と連携した啓発活動などにより包員の確保や団の活性化に

つなげるとともに、消妨学校における消防団幹部科課程の見直しを行い、消防団の現場指揮者の教

青訓練を充実しました。今後は、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」（平成

25年 12月施行）をふまえた消防団の更なる充実強化を図るとともに、自主防災組織との役割分担

の明確化や連携により、地域防災の担い手としてその組織力を発揮できるよう新たな仕組を構築し

ていく必要があります。

④救急救命活動の向上について、救急救命土養成機関での新規養成支援や、救急救命士が行える特定

行為等救急救命処置の拡大に対応した消紡学校での講習の実施などにより、救急救命士の新規養成

と資質の向上につなげました。今後！立、引き続き、救急救命土の新規養成や資質の向上につながる

取組を進めるとともに、消防本部において教育訓練を行える人材の育成を図っていく必要がありま

す。

【高圧ガス等の保安の確保］

①防災アセスメントの調査結果や最近の重大事故等をふまえ、関係機関と意見調整を行い「三重県石油コ

ンビナート等防災計画Jの見直しを行いました。 7月にはコンビナート事業所の安全対策を推進するた

め、コンビナー卜事業者を対象とした保安対策セミナ を開催しました。今後、見直したコンビナート

防災計画に基づき、コンビナート事業所の防災対策を促進する必要があります。

②平成26年度に、高圧ガス関係で 16件、火薬関係で1件の事故が発生しており、引き続き保安検査

や立入検査等を通じて、適正な保安管理等を徹底し、事故防止を図る必要があります。

際議室？義援機動議苦言（~［~悪組議場ま：融機謀議暢榊言語量輸；~＠~；~~~＠~~抑制
【新たな防災 減災対策の計画的な推進】

＜防災対策部＞

0①市町が主体的に取り組む防災・滅災対策への財政支援について、平成 27年度に抜本的な見直しを

行うこととしており、地域滅災力強化推進補助金については、これまでの津波避難対策を重視した

制度から、避難所における良好な生活環境の確保などの避難後を見据えた対策や、土砂災害対策、

被災によって孤立した地域への支援対策などを中心に、風水害対策も視野に入れた制度へと改め、
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本県の防災直減災対策の進展を図っていきます。

②「津波避難に関する三重県モデル」や「避難所運営マニュアルの策定jの取組が、市町や地域にお

いて広く展開されるよう、引き続き、市町や地域防災総合事務所地域活性化局と連携するととも

に、新たな防災人材活用の仕組みとして設けた「みえ防災人材バンク」を用いて防災コーディネ 骨ーな

どを地域の取総に積極的に活用することで、県内への水平展開を図ります。

0③県の地域防災計画（地震津波対策編および風水害等対策編）の修正に基づき進められる各市町の

関係計画の修正を引き続き支援します。また、「三重県新地震回津波対策行動計画」および「三重

県新風水害対策行動計画」に掲げた行動項目が着実に実践され、本県の防災・減災対策が推進され

るよう、各関係部局と連携して進捗を管理します。特に、新たな取組として「三重県復興指針（仮

称）」、「三重窯業務継続計画（BCP)Jおよび「個人備蓄なと、災害時の緊急物資等における備蓄の

あり方指針（仮称）Jを策定するとともに「三重県版タイムライン（仮称）Jの策定に向けた検討に

着手します。また、 D0 NET （地震津波監視観測lシステム）について、本県の地域特性に応じ

た災害対策への具体的な活用を図るため、関係機関との調整を進めます。

④主要観光地における観光客の防災・減災対策の推進について、引き続き、鳥羽市と紀北町と共同で

取組を進めることとしており、鳥羽市では、テーマとしている帰宅困難者対策をさらに推し進める

ため、これまでの取組を検証するための帰宅困難者対応訓練などの実施を検討します。紀北町にお

いては、古里地区においてワークショップを開催するなど、観光客の津波避難対策の具体的な検討

に入ることとしています。また、これらの地域に加え、新たな検討の場となる観光地や観光施設の

開拓にも取り組みます。

⑤地域や住民の自主的な防災目減災の取組が促進されるよう、地域防災・危機管理会議を通じた本庁

と地域機関との連携強化を進めます。

⑥原子力災害対策について、被害を受ける立場と他県から避難者を受け入れる立場の両面から、原子

力災害対策アドバイザーの意見も聞きながら具体的に検討していきます。

0⑦県と市町の広域的な応援・受援体制の整備については、災害発生時において物資支援や広域避難が

すみやかに実施されるよう、引き続き検討を進めます。特に広域避難については、「県北部海抜ゼ

ロメートル地帯対策協議会」および f東海三県一市・木曽三川下流域等における防災対策連絡会議」

において、広域避難体制のあり方や手続きなどの検討を進めるとともに、引き続き、海抜ゼロメ

トル地帯対策について、国への政策提言活動を行っていきます。また、県と市町の災害時の人的広

域支援体制として、台風接近時には必要に応じ、速やかに市町へ派遣チームの派遣を行います。

⑧東日本大震災への支援について、県内避難者に対する支援情報の提供のほか、支援・交流を通じた

被災地の情報収集に努め、発災から5年の節目にあたり、「みえ防災 減災センタ 」の啓発事業

と連携した情報発信を行います。

【災害対応力の充実・強化】

＜防災対策部＞

①災害対応力の充実目強化に向けて、「訓練でできないことは、いざという災害のときに絶対にできな

い」との強い思いのもと、図上訓練においては、引き続き、積み重ねてきた改善を対策iこ反映させ

るとともに、昨年度、改定した「石油コンビナー卜等防災計画J、「国民保護計画J等をふまえた初

動体制の検討など、災害対応力の着実な向上を図ります。また、実動訓練については、平成27年度

に本県で開催される「緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練」の機会を通じて関係機関との連携を

中心とした、より実践的な防災訓練を実施します。

0②北勢広域防災拠点について、完成の目処としている平成 29年度に向けて、適切な進捗管理を行い

ながら造成工事に着手します。また、県南部地域の災害時の孤立対策として、航空燃料の備蓄！こ向

けた取組を進めます。
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③防災へリコプタ 「みえ」の安全運航を維持するとともに、老朽化への対応や機能強化を図るため、

機体更新に向け契約等を着実に行います。

④国民保護計画等の必要な見覆しゃ訓練を実施し、緊急対処事態における対応力の強化を図ります。

＜県土整備部＞

⑤道路啓聞を迅速に展開できる態勢の整備、充実に向けて、道路啓開墓地6箇所、道路構造強化5箇所の

整備を行い全ての計画笥所（道路啓開墓地 14箇所、道路構造強化21箇所）を完了させるとともに、道

路啓開マップを活用した訓練を実施します。

＜警察本部＞

⑥大規模な地震の発生に備え、交番・駐在所に避難誘導資機材等を整備するとともに、施設面の整備

を計画的に進めます。

【「協創j による地域防災力の向上】

0①地域の防災力を強化するためには、みえ防災コーディネ ターなど個々の防災人材の育成、活用だ

けでなく、地域防災の要となる消防団や自主妨災組織の組織力向上と相互の連携強化が必要である

ことから、消防団員を対象に防災に関する知識の習得や災害時要援護者対策などの自主防災組織に

おける重要な活動についての研修を実施し、自主防災組織のアドバイザーとしての役割を担いラる

消防団員を養成します。また、自主防リ ダ…研修においてリ ダーとして必要な知識、技能を習

得させるなど、自主防災組織の活性化のために活躍できる人材を養成します。これらアドバイザー

と自主防災組織リーダ がともに集う実務研修の後、モデル事業として 1地域においてアドバイザ

ーが中心、となり、災害時に相互が補完し合いながら隙間ない対応ができる体制の構築を図っていき

ます。

「みえ防災人材バンク」登録者が地域での実践活動を行うための事前研修をはじめ、バンク登録者

が一層地域で活躍できる仕掛けを設けながら、人材バンクの充実を図ります。企業防災カの向上に

ついては、相談窓口アドバイザーの充実を図り、企業における防災関係の取組を支援します。また、

「みえ企業等防災ネットワーク」において、 Bc Pの策定促進や地域防災への企業の参画促進を図

るための取組を「みえ防災目減災センター」との連携のもと進めます。

0②防災啓発について、メディアを活用した広報や市町や「みえ防災・減災センター」と連携したセミ

ナ一等による啓発を実施します。「肪災減災アーカイブ」の構築について、平成27年度は伊勢湾

台風や紀伊半島大水害等の風水害を中心に体験談や資料の収集を進めます。さらに、 F防災 E 減災

アーカイブ」を活用した紡災の日常化の定着を図るため、「みえ防災・減災センターJにおいて、

防災を題材にした郷土教育や地域での防災啓発活動のコンテンツ作成に活用可能な、世代を超えて

つないでいくべき災害の記憶や記録の収集および活用方法について検討します。

｛迅速な対応に向けた防災情報の共有化】

①県防災通信ネットワークの正常な運用ができるよう維持管理を行っていくとともに、十分に活用さ

れるよう利用方法等について引き続き周知していきます。また、災害拠点病院への防災行政無線機

器の設置を順次進めるとともに、防災ヘリコプター用無線通信設備の湾整備を進めていきます。

②気象情報災害情報等を迅速 a的確に収集し、県民に提供していきます。「防災みえ jpメ ル配信

サ ビスjについては、引き続き啓発イベン卜等でのチラシ配布を行うとともに、携帯電話販売店

へチラシを配布し、登録者数の場加を図ります。 Lアラ トについては、運用を開始し、情報手段

の多様化を図ります。また、平成 26年度に作成した概要構想に慕づ、き基本計画の策定を行い、新

しい防災情報プラットフオームの構築に向けたシステム整備のための準備を進めていきます。

＜警察本部＞

③引き続き、警察本部が保有するへリコプタ による映像情報の収集 E伝達訓練を実施するとともに、

「いせ」のへリコプタ テレビシステムの早期更新に向けた取組を進めます。
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［災害医療体制の整備】

＜健康福祉部＞

①災害拠点病院等の耐震化について、耐震化工事を実施している病院に対する補助を実施するととも

に、平成 27年度に工事が完了する予定の病院について、計画どおりに工事が完了するよう進捗状

況を確認します。また、耐震化が未実施の病院に対し補助制度の内容を周知するとともに、聞に対

し補助制度の拡充等を働きかけます。

0②災害医療コーデイネ ターの研修プログラムを、段階的に必要な知見を積み上げながら、より実践

的な災害医療体制づくりに資するよう、関係部署が連携して作成します。さらに、研修内容を県が

各地域で実施する訓練・研修会に反映させるとともに、災害医療コーディネ－'.)Iーの参加を促進し、

災害対応力のさらなる向上を図ります。

③医療従事者の研修について、看護師等を対象とした災害看護研修、医師を対象とした災害時検案研

修を引き続き実施します。また、国がDMA Tを対象に実施する研修会や実動訓練への参加を促進

し、災害対応力のさらなる向上を図ります。

④県総合防災訓練や防災図上訓練等において災害医療対応マニュアルの実効性を確認し、必要に応じ

て内容の更新や補足資料の整備を行います。

⑤県内9地域において地域災害医療対策会議を開催します。また、関係機関で協議、検討のうえ、副｜

練や研修を実施します。

【安全な建築物の確保】

＜県土整備部＞

①木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断を終えた方が、住まいとまちの安全に向け、補強工事等そ

れぞれの状況に応じた対策を講じることができるよう、さらなる普及啓発を市町と連携して展開します。

また、引き続き、耐震診断、設計や補強工事への補助を行います。

②不特定多数が利用する大規模建築物等の耐震化を促進するため、引き続き、市町と連携して早期の耐震

化を働きかけ、耐震診断が義務化された建築物の耐震診断および避難所として活用される建築物（ホテ

ル、旅館等）の耐震改修を支援します。また、平成 27年度は三重県耐震改修促進計図＊を改定し、さ

らなる住宅、建築物の耐震化に向けた取組を進めていきます。

【緊急輸送ルートの整備】

＜県土整備部＞

①緊急輸送道路の整備については、大規模災害から県民の皆さんの命と暮らしを守るため、引き続き、残

る5路線の整備および橋梁の耐震対策を進めます。

［消防力向上への支援】

①「三重県消防広域化推進計商（改訂版）」（平成 26年3月策定）に基づき、消防の広域化の気運の

高まりをさらに促進すべき地域および急ぎ消防体制の強化が必要な地域における協議への参画、情

報提供など、効果的な支援を実施し、消防の広域化を進めます。また、平成 27年度に本県で開催

する「緊急消防援助隊中部ブロック合間訓練jを通じて、大規模災害時に活動する緊急消防援助隊

の技術および連携活動能力の向上、被災地消防本部における受援体制の確立を図ります。

②消防救急無線（共通波）のデジタル化について、円滑な管理運営を実施するために設置される三重

県消防救急無線（共通波）運営連絡会にオブザーバーとして県としても参加するなど、運用面・技

術面での助言等適切なフォローアップを行っていきます。

③消防聞の充実強化を図るため、市町や三重県消防協会と連携し、入団しやすい環境づくりや消防団

を地域で応援する仕組づくりなど、消防団員の確保と地域妨災を担う人材育成に向けた取組を進め

るとともに、消防学校における教育訓練の充実を図っていきます。また、平成 27年度から、新た

に消防団と自主防災組織がその綴織力を真に発揮するための人づくりの新たな仕組みを構築しま
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す。

④救急救命活動の向上を図るため、引き続き、救急救命士養成機関における消防職員研修派遣への支

援や拡大する処置を行える救急救命士の養成講習を実施するとともに、平成 27年度から、救急現

場での活動に関する教宵を行える救急救命士（指導救命士）の養成講習を新たに実施するなどによ

り、救急救命士の新たな養成と資質の向上を図っていきます。

【高圧ガス等の保安の確保】

0①高圧ガス等を取り扱う事業者等に対して保安検査及び立入検査等を引き続き実施し、適正な保安管

理等の徹底を図ります。コンビナート防災対策については、昨年度見直した「三重県石油コンビナ

ート等防災計画jに基づき、コンビナート事業者等の防災対策を強く推し進めていきます。その一

環として、平成 27年度は特に、保安対策セミナーを従来の講演会形式から、新たに数日間の講座

形式に変更して開催するとともに、地域部生人材育成事業を活用して保安管理に関する現場力向上

のための人材育成プログラムを開発します。

②コンビナー卜事業者や高圧ガス等を取り扱う事業者等の保安担当者等に対し、保安管理の向上に資

する各種研修等や関係法令環解の徹底を呂的としたコンブライアンス研修を引き続き実施し、コン

ブライアンスの徹底と事故の未然防止を図ります。

＊「OJのついた項白は、平成27年度に特に注力するポイン卜を示しています。
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緊急課題解決1 命を守る緊急減災プロジェクト

［主担当部局：防災対策部】

官離選聾輯麗翻轟轟一一一一一 ～一一一 一一一一一一
県民の皆さんの命を守ることを最優先として緊急かっ集中的に叡り組むべき対策を定めた「三重県

緊急地意対策行動計画」や新たに策定する「三重県新地震対策行動計画（仮称）」、災害に強い地域づ

くりをめざす「三重風水害等対策アクションプログラムJ等の計画に基づく取組を確実に進めていき

ます。また、市町をはじめとした関係機関との連携を充実させ、「備えるとともに、まず逃げる」ため

の対策や防災教育の推進、地域防災の核となる人材の育成、自然災害に備える基盤施設の整備等に重

点的に叡り組むなど、県全体の災害対応力を高めていきます。

B 

＊ （ある程度進んだ）
判断E浬白

！一一一川かーの実践
取組については、 10項目のうち 8項呂で目標を達成

したことから、「ある程度進んだJと判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B（ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）］

目標項目
の説明

-'t／年度目標
値の考え方
（みえ県民力ビ
ジョン記載内容

を転記）

県関係部局が減災に向けて緊急に取り組む行動項目（アクション）の進捗率の平均値

期間内に対策を着実に実施していくため、目標として設定しました。

1 「『逃げる』」
／／  

ための課題Jを｜緊急に減災柑｜ 29市町［ 29市町 I29市町

解決するために を実施する市町
の数 ｜ 29市町｜ 29市田T 29市町 29市町

防災講演会、研｜ ／／  8, 500人 10, 000人 10, 000人

修会等への参加
促進 I 8, ooo人ド0,376人 111,247人 I12. 858人
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2 f地震による
／／  84. 5% I 

建物被害軽減に耐震基準を満た｜
86. 4% I 88. 2% 

向けた課題」を した住宅の割合｜
82. 2% I 83. 7% 85. 2% I 解決するために 86. 5% 

/'I 
99. 0% 100% 100% 

99. 4% 100% 100% 

88. 4% 91. 6% 92. 4% 

90. 1% 92. 9% 94. 5% 

災害拠点病院等 l
／ 71. 4% 68. 6% 71. 4% 

の耐震化率
62. 9% 68. 6% 68. 6% 71. 4% 

3 「災害対応力
強化に向けた謀

新たな防災対策
策定・見直し

惨
題Jを解決する
ために

の計画的な推進 新たな取組の計画的な実施

4 「自らの命を学校防災のリ
自ら守るための ダーが中核とな／／／ 50. 0% 100% 1附｜ 100% 

課題」を解決す り防災に取り組 1. 00 
るために んでいる学校の 99. 7% 100% 100% 

割合

訪災に関連した ／／  80人 160人 240人 320人

人材の育成（累 1. 00 
計） 。人 62人 179入 244人

5 「自然災害に ／／  200か所｜備える基盤施設 脆弱化した海岸 40か所 111か所 I 200か所

の整備に向けた 堤防の補強対策 1. 00 
課題Jを解決す 箇所（累計） 55か所 150か所 200か所
るために

農地漁港海岸 2, 243m 2, 964m 3, 624m 4, 134m 

保全施設等の整 0. 93 
備延長（累計） 1, 680m 1, 983m 2, 965m 3, 359m 

麹監癒岡国~置君臨彊置

予算額等
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【実践取組1 「『逃げる』ための課題」を解決するために】

①地域減災力強化推進補助金について、県内全市町を対象に、 170件、 245,383千円（ 3月末実績）を

交付。補助金の対象用途の拡充を図ったことにより、各市町が地域の実情に即した事業を展開

②「津波避難に関する三重県モデル」について、熊野市の二木島町と木本町の2地区で新たに取組を
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実施するとともに、紀宝町鵜殿地区でも取組を実施。また、南伊勢町、津市では平成25年度に引き

続き rMyまっぷラン」放を活用した津波避難計画作成の取組を実施

「避難所運営マニュアル」について、平成25年度から継続して四日市市、伊賀市で取組が実施され、

熊野市新鹿地区では、平成26年度から新たに取組を始めるとともに、いなベ市、名張市、南伊勢町

でも取組を開始

［実践取組2 「地震による建物被害軽減に向けた課題」を解決するために】

①木造住宅の耐震化を促進するため、未耐震の住宅所有者への住宅戸別訪問、診断を終えた方を対象

とした耐震補強相談会を市町と連携して実施するとともに、木造住宅の耐震診断や補強工事等に対

する補助を実施

②不特定多数が利用する大規模建築物等（ホテル、旅館等）の耐震対策を支援するため、耐震診断お

よび耐震改修の補助を実施

③災害拠点病院等の耐震化工事に対する補助を実施（ 3病院で工事実施、うち 2病院に補劫を実施）

④避難所指定を受けている特別養護老人ホーム（ 1施設）および養護老人ホーム（ 1施設）の耐震改

修を実施するとともに、障がい関係施設（ 1施設）の耐震改修等を実施。保育所については、 3施

設で改修工事を実施。私立幼稚園1施設については耐震改修等を実施

⑤県立学校施設の非構造部材＊の耐震対策について、早期の完了！こ向け、指摘箇所の耐震対策を継続実

施。屋内運動場等の吊り天井等落下防止対策については、 6月から 10月にかけて 71校で点検調査

を実施した結果、 71校 132棟に対策を要することが判明

⑥私立学校（幼稚園を除く）では、 1様の耐震改築工事が完了

｛実践取組3 f災害対応力強化に向けた課題」を解決するために｝

①三重県地震被害想定結果をホームページ er防災みえ Jp J）で公開するとともに、様々な機会を捉

え、リーフレット等を用いた啓発に取り組み、県民への局知を実施。被害想定調査結果のメッシュ

デ タ等、詳細なデ タを市町や防災関係機関！こ提供するとともに、調査結果の正しい理解と活用

を促すため、市町職員を対象とした研修会（8月22日）を実施

②「三重県地域防災計爾（地震・津波対策編）」および「地震被害想定調査結果」を受け、「市町地域

防災計画j の修正に取り組む市町からの支援要請に対応するとともに、必要なデータ提供を実施

「三重量県地域防災計画（風水害等対策編）」について、「紀伊半島大水害」や「平成 26年8月豪雨」

で得た教訓や災害対策基本法の改正などをふまえ、「三重県版亨イムライン（仮称）Jを新たに策定する

ことなどの新規対策を加えた見直しを行い、 3月19臼の三重県防災会議で承認を受けて公表

「三重県地域防災計画（地震津波対策編）」についても、南海トラフ地震対策特別措置法に基づ、

く推進計画と位置付けるための必要な修正などを行い、 3月 19日の三重県防災会議で承認を受け

て公表

③「三葉県新地震・津波対策行動計画」について、平成25年度の取組結果と今後の取組の方向性を整

理し、防災対策会議幹事会（ 9月11日）において庁内の共有を図るとともに、県議会常任委員会（10

月8日）に報告。また、計酒については、ホ ムペ ジ（「防災みえ jp J）で周知するとともに、

冊子を印刷（ 5月：1, 200部、 7月：800部）し、市町や防災関係機関を始め、各部局が所管する閏体

等にも配布し、実践への協力要請と会議やイベントの場を活用した啓発を実施

④桑名市と木曽岬町が南海トラフ地震対策特別措置法に基づく「津波避難対策特別強化地域」の指定

から外れたことから、県として、直ちにこの地域の防災刷減災対策の検討に着手し、平成26年4月

に、県 E 桑名市田木勢岬町からなる「県北部海抜ゼロメ トル地帯対策協議会Jを設立。実務レベ

ルの検討会議（6月3日～10月 15日： 7回）を開催し、必要な対策の検討を重ね、 11月7日の第
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2回協議会において、広域避難施設整備等に係る支援や河川堤防の耐震対策など闇への政策提言等

を行う項目、津波避難施設整備等に対する支援や海岸堤防の耐震対策など県が実施する項目、避難

計画の作成など市町が実施する項目に仕分けるなどの一定の整理を行い、国に提言 提案活動を行

うとともに、新たな財政支援制度を創設

⑤「三重県新地震・津波対策行動計画」の重点項目に位置付けた主要観光地における観光客の防災

減災対策を進めるため、鳥羽市、紀北町と共同で観光地における課題を協議。 6月！こ観光国際局、

防災対策部、「みえ防災・滅災センター」、鳥羽市が連携し、広く観光関係者や市町職員を対象とし

た観光防災セミナーを開催。鳥羽市では、観光関係者による、災害時の帰宅困難者対策をテーマと

したワークショップなどが開催（10月～2月岨 3回）され、県としても防災技術専門員が指導を行

うなどの支援を実施。紀北町については、民宿が集積する古裏地区を対象に、観光事業者や地元自

治会等と観光客対策にかかる検討（8月～3月 3回）を実施

⑥「三霊県新周

を開催 (7月、 12月）して有識者等を交えた検討を進めるとともに、市町 消防本部担当者との意

見交換（ 8～9月、 11月）、パブリックコメント（12～1月）などを実施し、本県における風水害

対策にかかる重要課題をふまえた 40の重点行動項目を含めた、 151の行動項目を取りまとめ、 3月

18日に公表

⑦原子力災害対策について、被害を受ける立場と他黒からの避難者を受け入れる立場の両面から、原

子力災害対策アドバイザーの意見を聞きながら検討を行い、取りまとめのうえ「三重県地域防災計

画（嵐水害等対策編）Jへ記載

⑧防災アセスメントの調査結果について、 6月に開催された四日市コンビナー卜防災協議会を通じて

コンビナー卜事業者へ説明を行うとともに、 7月にはコンビナ ト事業所の安全対策を推進するた

め、コンビナ ト事業者を対象とした保安対策セミナ を開催。石油コンビナー卜の妨災対策がよ

り促進されるよう「三重県石油コンビナート等防災計画」の見直しを実施

⑨災害対応力の充実目強化に向け、県災害対策本部や地方災害対策部の休制について、図上訓練によ

り活動マニュアルおよび災害対策本部体制の検証を実施

⑩災害発生時における物資支援や広域避難について、「県と市町における災害時広域支援体制構築連携

会議」や国土交通省中部運輸局の「災害ロジスティック中部広域連絡会議三重県地域部会」により

検討を実施。広域避難については、「県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会」における協議結果を

ふまえるとともに、県境を越える誠整が必要となることも考えられることから、三重県、愛知県、

岐阜県、名古屋市で構成する「東海三県一市・木曽三川下流域等における妨災対策連絡会議」にお

いて、県境を越える広域避難について協議を実施

⑪北勢広域防災拠点について、平成29年度の完成に向けて整備を推進

⑫民問団体等との締結済の協定や覚書について、訓練などを通じて実効性を確認

⑬災害医療コーディネータ を対象とした研修会を開催するとともに、災害医療訓練等への災害医療

コディネタ の 参 加 を 促 進

⑭医療従事者を対象とした研修を実施するとともに、 DMA T本（災害派遣医療チーム）を対象とし

た訓練や研修へのDMA T隊員の参加を促進

⑮災害医療訓練等を通じて三重県災害医療対応マニュアルの実効性を確認

⑬地域の実情に即した災害医療体制の整備について、検討協議・情報交換等を行う地域災害医療対

策会議を開催

⑫災害詩に人員や物資などの交通（輸送）が確保されるよう、緊急輸送道路本に指定されている県管

理道路の整備を推進

⑬大規模災害発生時に孤立が懸念される熊野灘沿岸地域において道路啓開を迅速に展開できる態勢の

整備を推進。閤 県 建設企業との連携による訓練を実施し、道路啓開基地の整備および道路構造
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の強化を推進

⑬交番・駐在所に避難誘導資機材等を順次整備して防災機能の強化を実施

【実践取組4 「自らの命を自ら守るための課題Jを解決するために】

①児童生徒等が、自分の命を自分で守れるよう、全ての公立小中学校および県立学校において、防災

ノ 卜を活用した学習の実施を促進

②防災ノ トの見直しを行い、小学生（低学年）版田小学生（高学年）版・中学生版・高校生主版の4

種類の改訂版を作成（旧版は3種類〕して、小・中・県立学校の新入生および小学校の新4年生に

なる児童生徒を対象に配付。加えて外国語版についても、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タ

ガログ語、ビザイヤ語を作成し配付

③学校防災リ ダ等教職員を対象に、学校における防災計酒の見直しゃ指導計画作成等の研修会と、

体験型防災学習の実践研修会を開催（9会場）

④学校における体験型防災学習や地域と連携した防災の取組を進めるため、防災マップづくりや地域

住民等との合同避難訓練、防災学習等を行う学校に対する支援を実施

⑤生徒の防災意識を高めるため、「子ども妨災サミット lnみえ」（平成 24年度）からの交流を継続し、

宮城県の中学生や教職員を三重県に招き、防災学習を実施（8月）

⑤「みえ防災隣減災センタ Jにおいて開講した「みえ防災さきもりコースJなど3コースの防災人

材育成講座に 48名が受講。また、女性に限定したみえ防災コ ディネーター＊の新規育成講座では

31名を認定し、女性を中心とした専門職防災研修では 37名が修了。市町防災担当職員の防災研修

については、 8月8白から9月 19日まで全5回の講座を開講し、 23市町の職員が受講

このほか、「みえ防災人材バンク」の枠組を構築し、みえ防災コーディネータ一等が、市町や地域の

防災活動支援で活躍できるよう、パンクへの登録を促進（112名）

⑦企業防災力の向上に向け、「みえ防災・減災センタ jに開設した相談窓口において、企業等からの

相談に企業防災アドバイザ一等が対応。 11月14目、 15日に開催された「みえリ…デイング産業展

2014」に出展し、県内企業に相談窓口の設置をPRするとともに、地域別企業防災研修を4地域で

開催

⑧啓発番組（レッツ｜防災）を放送し、地域や住民が主体となった取組を中心！こ紹介。また、市町や

「みえ防災 減災センターJと連携し、 9月27日に伊勢湾台風55年事業（桑名市）を実施したほ

か、 12月6日に昭和東南海地震70年シンポジウム（津市）を開催。また、「紡災減災アーカイブJ

の構築に向け、昭和東南海地震に関する体験談や資料の収集を実施

【実践取組5 「自然災害に備える基盤施設の整備に向けた課題」を解決するために】

①地震・津波による被害が懸念されるため、河川堤防や海岸堤i坊について、空洞やひび割れのある脆

弱箇所の計画的な補強や耐震対策を推進。特に海岸堤防において緊急に補強が必要な脆弱筒所（200

箇所）については、対策を重点的に実施し、「みえ県民力ビジョン・行動計画Jの目標より 1年早い

平成26年度中完了を呂標として実施。津波浸水予測区域内にある急傾斜地崩壊危険箇所については、

引き続き、避難地・避難路を保全する急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進

②河川堆積土砂撤去については、当該年度の実施筒所と今後2年間の実施候補箇所を、関係市町と情

報共有しながら、こと砂の撤去を推進。土砂災害危険箇所内に立地する婆配慮者利用施設の保全につ

いては、引き続き、関係市町との連携を図り、土砂災害防止施設の整備を推進

③農山漁村地域における避難路の整備については、計画箇所の全ての裳備を完了

漁港施設については5地区で防波堤の改修等を、漁港海岸について5地区で堤防の改修等を推進

農地海岸については、熊野灘沿岸の1地区で堤防の改修を推進
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【実践取組1 f『逃げる』ための課題Jを解決するために】

①地域減災力強化推進補助金について、津波避難施設や津波避難路整備、避難所の機能強化対策など、

29市町の 170事業に対して 245,383千円（ 3月末実績）を補助し、県内各市町の防災 E 減災対策の

推進に活用されましたが、今後、市町の防災 E 減災対策の取組方向もふまえ、「三重県新地震回津波対

策行動計画Jの中間評価を行う平成27年度に、津波避難対策等を重視した現行制度の見直しについて検

討を行っていく必要があります。

② f津波避難に関する三重県モデルJの水平展開について、地域防災総合事務所・地域活性化局と連

携し、実践的なワークショップなど地域の取組への実地支援や財政支援を行った結果、熊野市の2

地区で新たに取組が行われたほか、鳥羽市、紀宝町でも取組が始まるなど、合わせて5市町 16地区

で取組が行われましたが、北中部への広がりがない状況にあります。「避難所運営マニュアル」につ

いても同様に、取組に対する実地支援を行った結果、名張市内の4地区で作成に取り組まれたほか、

いなベ市や熊野市でも取り組まれるなど、合わせて7市町 17地区で取組が行われました。今後は、

より一層、県内各地域への水平展開を図り、災害時要援護者をはじめとする避難者が、安心して避

難生活を送れる体制を整備する1必要があります。

【実践取組2 「地震による建物被害軽減に向けた課題Jを解決するために］

①木造住宅の耐震化を促進するため、住宅戸別訪問をはじめとした様々な普及啓発に取り組むととも

に、無料耐震診断、設計や補強工事への檎劫を行いましたが、耐震補強工事の実緩は減少傾向にあ

ります。耐震化促進のためには、診断を終えた方が補強工事を実施するよう促す直接的な取締等、

さらなる普及啓発が必要です。

②不特定多数が利用する大規模建築物等のうち、耐震診断が義務化された建築物7棟が耐震診断！こ着

手し、 5棟の耐震診断が終了しました。避難所として活用される建築物（ホテル、旅館等） 1棟が

補助制度を活用した耐震改修に着手しました。さらなる耐震化を促進するためには、市町と連携し

て対象となる建築物の所有者に早期の耐震化を働きかけるとともに、耐震診断および耐震改修の支

援を行う必要があります。

③災害拠点、病院等の耐震化については、耐震化工事を実施していた3病院のうち 1病院の工事が完了

しました。今後、耐震化工事が未実施の病院に対して、耐震化を働きかける必要があります。

④避難所指定を受けている特別養護老人ホーム1施設および養護老人ホーム1施設にかかる耐震化工事が

完了しました。このことにより、高齢者関係入所施設の耐震化は完了しました。また、障害者支援施設

1か所についても、耐震化整備が完了しました。保育所については、耐震補強を行う 3施設につい

て改修工事を完了しました。私立幼稚園1施設については、耐震改修等を完了しました。

⑤県立学校施設の非構造部材の耐震対策については、早期の完了を目指して、引き続き指摘衝所の耐震対

策を進めています。特に震内運動場等の天井等落下防止対策については、点検調査の結果、指摘があり

米対象となっている 71校131棟の対策を計画的に実施していく必要があります。

⑤私立学校（幼稚潤を除く）では、 1棟の耐震改築工事が完了しましたが、依然として朱耐震の校舎等が

存在しています。

【実践取組3 「災害対応力強化に向けた課題Jを解決するために］

①三重県地襲被害懇定結果をホームページ（「防災みえ jp」）で公開するとともに、様々な機会を捉え、

リーフレツ卜等を用いた啓発に取り組み、県民への屑知を図りました。

また、被害想定調査結果のメッシュヂ一世等、詳細なデ 5を市町や防災関係機関に提供するとともに、
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被害想定調査結果への正しい理解と活用を促すため、市町職員を対象とした研修会（ 8月22日）を実施

しました。今後も引き続き、県民への周知を図るとともに、市町や防災関係機関、企業等が避難対策の

検討やハザ、 ドマップの策定、 Bc P本の策定等、地震被害想定競査結果の防災・滅災対策への具体的

な活用を進める際の様々な支援要請に応じていく必要があります。

②平成25年度に公表した「三重県地域防災計画（地震回津波対策編）」および「地震被害想定調資結果」

を受けて「市町地域j坊災計画」の修正に取り組む市町からの支援要請に応えるとともに、必要なデーヲ

提供を行いました。「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」の見直しについて、「紀伊半島大水害」や

「平成26年日月豪雨Jで得た教訓や災害対策基本法の改正などをふまえ、「三重県版予イムライン（仮称）J 

を新たに策定することなどの新規対策を加えた見直しを行い、 3月に公表しました。今後はこの方針に

基づき、着実に風水害対策を進める必要があります。 F三重県地域防災計闘（地震 津波対策編）」につ

いても、南海トラフ地震対策特別措置法に基づく推進計画と位置付けるために必要な修正を行い、 3月

に公表しました。市町の地域防災計画についても同様の見直しが進められているところであり、引き続

き必要な支援を行う必要があります。

③「三重県新地震・津波対策行動計画」について、平成25年度の取組結果と今後の取組の方向性を取りま

とめました。結果については、防災対策会議幹事会（9月 11日）において庁内の共有を図るとともに、

県議会常任委員会（10月8臼）に報告しました。また、計画については、ホームベ ジ er防災みえ J

P」）で周知するとともに、冊手を印刷（ 5月：1, 200部、 7月：800部）し、市町や防災関係機関を始め、

各部局が所管する団体等にも配布し、実践への協力要請と会議やイベン卜の場を活用した啓発を依頼し

ました。今後も計画の着実な推進を図るとともに、さらなる広報に努める必要があります。

④桑名市と木曽岬町が南海トラフ地震対策特別措置法に基つ、く「津波避難対策特別強化地域」の指定から

外れたことから、県として、直ちにこの地域の防災減災対策の検討に着手し、平成26年4月に、累ー

桑名市・木曽岬町からなる「県北部海抜ゼロメートル地宇野対策協議会」を設立しました。その後、実務

レベルの検討会議（ 6月3日～10月15日 7回）において必要なハード ソフト両面からの対策につ

いて検討を重ね、 11月7日の「第2田県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会Jにおいて、広域避難施

設整備等に係る支援や河川堤防の耐震対策など国への政策提言等を行う項目、津波避難施設整備等に対

する支援や海岸堤防の耐震対策など県が実施する項目、避難計画の作成など市町が実施する項目に仕分

けるなどの 定の整理を行い、秋の政策提言活動において国に政策提言を行いました。加えて、「県北部

海抜ゼロメートル地帯避難対策推進補助金Jを創設し、両市町の津波避難対策の取組を支援する仕組み

を構築しました。今後は、関係市町とともに広域避難の具体的な方策を検討・構築し、国への政策提言

活動も実施しながら地域の安心－安全の確保につなげていく必要があります。

⑤「三君主県新地震・津波対策行動計画」の重点項目に位置付けた主要観光地における観光客の防災・

減災対策を進めるため、平成26年度は鳥羽市、紀北町と共同で観光地における課題検討を進めるこ

ととし、両市町との協議を進めました。また、観光地における防災対策の機運を高めるため、 6月に

観光回国際局、防災対策部、みえ防災削減災セン夕 、鳥羽市が連携し、広く観光関係者や市町職

員を対象とした観光防災セミナーを開催しました。これを受けて鳥羽市では、観光関係者による、

災害時の帰宅困難者対策をテ マとしたワークショップなどが開催（10月～2月 3回）され、県

としても防災技術専門員が指導を行うなどの支援を実施しました。また、紀北町において、民宿が

集積する古里地区を対象に、観光事業者や地元自治会等と観光客対策にかかる検討（8月～3月 3 

回〉を行いました。今後も両市町と連携し、津波避難対策や帰宅困難者となった観光客への対策な

ど、具体的な課題設定に基づく対策の検討と実践を進めていく必要があります。

⑥「三重重県新風水害対策行動計画Jの策定に取り組み、有識者等からなる「防災 減災対策検討会議（7

月、 12月開催）等の審議内容や議会、パブリックコメントの意見等をふまえながら関係部局、市町、関

係機関等との調整を図り、「三重県版:)zイムライン（仮称）Jの策定を始めとする 40の重点行動項目を含
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めた 151の総合的な風水害対策にかかる行動項目を取りまとめて平成27年3月に公表しました。今

後は、計画に掲げた行動項巨を着実に実践していく必要があります。

⑦原子力災害対策について、被害を受ける立場と他県からの避難者を受け入れる立場の両面から、原子力

災害対策アドバイザーの意見も聞きながら引き続き検討していく必要があります。

⑧防災アセスメン卜の調査結果や最近の重大事故等をふまえ、関係機関と意見識整を行い「三重県石油コ

ンピナート等防災計画Jの見直しを行いました。 7月にはコンビナート事業所の安全対策を推進するた

め、コンビナート事業者を対象とした保安対策セミナーを開催しました。今後、見直したコンビナート

妨災計画に基づき、コンビナ ト事業所の防災対策を促進する必要があります。

⑨災害対応力の充実強化に向けて、平成24、25年度に整備した県災害対策本部や地方災害対策部の体制

について、図上訓練により活動マニュアルおよび災害対策本部体制の検読を行い、さらなる災害対応力

の強化を進めるとともに、実動訓練により救出救劾機関等との連携強化を図っていく必要があります。

⑬県と市町の広域的な応援ー受援体制の整備について、 f県と市町における災害時広域支援体制構築連携会

議」や国土交通省中部運輸局の「災害口ジスティック中部広域連絡会議三重県地域部会jにより、災害

発生時における物資支援や広域避難について、引き続き検討を進める必要があります。また、広域避難

について、「県北部海抜ゼロメ…トル地帯対策協議会」における協議結果をふまえるとともに、県境を越

える調整が必要となることも考えられることから、三重県、愛知県、岐阜県、名古屋市で構成する「東

海三県 市・木曽三川下流域等における防災対策連絡会議j において、県境を越える広域避難について

協議を行っており、引き続き検討を進める必要があります。さらに、県と市町の災害時の人的広域支援

体制として派遣チームを編成していますが、台風接近時iこは必要に応じですみやかに市町へ派遣を行う

必要があります。

⑪北勢広域防災拠点について、完成の回途としている平成 29年度に向けて裳備を進める必要があります。

また、県南部地域の災害時の孤立対策として、航空燃料の備蓄に向けた整備を進める必要があります。

⑫災害発生時に迅速で的確な応急復旧活動を実施するため、民間団体等との締結済の協定や覚書について、

訓練などを通じて、実効性を確認しつつ、連携を強化していく必要があります。

⑬災害医療コーディネーター研修については、国の災害医療コーディネート研修会の内容を伝達する

集合研修を1回実施し、コーディネータ－39人中 30人が参加しました。また、災害発生時の初動

対応について、地域の実情に即したより実践的な実習を中心とする地域別研修会を4地域で開催し

ました。今後、災害医療コーディネーターが、災害時に迅速かっ適切な対応ができるよう、災害医

療訓練等への参加を促進するとともに、研修や訓練を通じて、危機管理に対する意識を高め、災害

対応力の向上を図っていく必要があります。

⑪l2'i療従事者の研修については、 DMA Tを対象とした国の研修に延べ 72人が参加するとともに、看

護師等を対象とした災害看護研修に延べ 293人、医師を対象とした災害時検案研修に 122人が参加

しました。また、国が実施する実動訓練、県総合防災訓練に県内のDMA Tが参加しました。災害

時に必要な医療を迅速かつ適切に提供できる体制を確保するため、今後も引き続き、医療従事者を

対象とした研修や実動訓練への参加を促進し、災害対応力の維持向上を図る必要があります。

⑮県総合防災訓練、保健医療部隊図上訓練等の災害医療司｜！練において、災害医療対応マニュアルに基

づく職員の動き等を確認しました。今後も災害医療訓練を通じてマニュアルの実効性について確認

していく必要があります。

⑬地域災害医療対策会議を9地域で開催し、地域の災害医療に関する体制整備に向けた協議や情報交

換等を行うとともに、 6地域で情報伝達等訓練を実施しました。今後も会議や訓練を通じて関係機

関の連携強化を図り、地域の災害医療体制を獲備していく必要があります。

⑫緊急輸送道路に指定されている県管理道路の整備に重点的かつ効率的に取り組み、平成 26年4月

30日に国道 477号西浦バイパス工区を供用開始しました。引き続き、大規模災害から県民の皆さん

の命と暮らしを守るため、残る 5路線の整備および橋梁の耐震対策を進めていく必要があります。
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⑬道路啓開墓地については、平成27年度までに14箇所で整備する計画のもと 10箇所で、道路構造の

強化については、平成 27年度までに 21箇所で整備する計画のもと 8筒所で、それぞれ整備を進め

ました。引き続き道路啓開基地の整備および道路構造の強化を進め、全ての計画箇所を完了させる

ほか、平成24年度に策定した道路啓開マップを活用した国・県・建設企業の連携による訓練を実施

することで、迅速な道路啓際作業に向けた態勢整備を推進する必要があります。

⑬交番岨駐在所に避難誘導資機材等を頗次整備して防災機能の強化を図っていますが、大規模な地震に備

えるためには施設そのものの整備を進める必要があります。

［実践取組4 「自らの命を自ら守るための課題」を解決するために｝

①防災ノ トの見直しを行い、小学生（低学年）版＝小学生（高学年）版・中学生版・高校生版の4

種類の改訂版を作成（旧版は3種類）して、小・中・県立学校の新入生および小学校の新4年生に

配付しました。また、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、ピザイヤ語を作成し対象

児童生徒に配付しました。今後は、防災ノ トを活用した防災教育がより一層充実するよう取り組

む必要があります。

②教職員を対象とした研修については、初任者、 6年次、経験 11年次、新任管理職の研修に防災教育

の内容を盛り込んで実施したほか、学校防災リ ダ養成研修を実胞しました。これまで 3年間に

わたり学校防災リ ダーの養成に取り組んできましたが、今後は、学校防災リ ダ を中心に学校

における防災教育＝防災対策をより一層推進していく必要があります。

③県立学校や市町教育委員会の要請に基づき、学校における防災学習等の支援を 179校で実施しまし

た。体験型防災学習等の支援の要望が多いことから、引き続き支援していく必要があります。また、

地域と連携した防災学習や訓練等の実施について、さらに取組を進める必要があります。

④宮城県内 3市町3校の中学生、教職員 12名が三重県を訪れ、三重県内 3市の中学生、教職員 112名

と防災学習に取り組みました（8fl 4日～6日）。交流を通じて培った成果を、県内の防災教育・防

災対策につなげていく必要があります。

⑤「みえ防災・減災センターJにおいて開講した「みえ防災さきもりコースjなど3コースの妨災人

材育成講座では、合わせて 48名が受講しました。また、女性に限定したみえ防災コーディネ－?I

ーの新規育成講座では、 31名が認定を受けるとともに、女性を中心とした専門職防災研修では 37

名（うち女性 34名）が修了しました。市町妨災担当職員の妨災研修については、 8月8日から9

月 19臼まで全5回の講座を開講し、市町の職員等（延べ 150名）が受講しました。このほか、新

たに「みえ防災人材バンク」を創設し、みえ防災コーディネーター等が市町や地域の防災活動支援

の場で活躍できる仕絶みを構築して、バンクへの愛録を促進しました（112名）。また、平成27年

度は、みえ防災コ ヂィネーターなど個々の防災人材の育成、活用だけでなく、地域防災の要とな

る消防団や自主防災組織の機能強化と相互の連携を強化するための新たな枠組みを設けることと

しており、これら事業を推進する必要があります。

⑥企業紡災力の向上について、「みえ防災・減災セン告－Jに開設した相談窓口において、企業等からの相

談に企業防災アドバイザ一等が対応するとともに、 11fl14日、 15日の両日に開催された「みえリ デ、

イング産業展2014Jに出展し、県内企業への相談窓口の周知を図りました。また、地域別企業防災研修

を4地減で開催するなど、企業のBc P作成と地域と企業の連携を促進する取組を行いました。引き続

き、「みえ企業等防災ネットワークJキにおいて、相談窓口を穫極的に活用するなど、「みえ防災＝滅災セ

ン安一」との連携を深めながら取紹を展開していく必要があります。

⑦メディアを活用した啓発について、啓発番組（レッツ！防災）を放送し、地域や住民が主体となった取

組を中心に紹介しました。また、防災シンポジウムについては、市町や「みえ防災 減災セン9一」と

連携し、 9月27日に伊勢湾台嵐55年事業（桑名市）を実施したほか、 12月6日に昭和東南海地震70
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年シンポジウム（津市）を開催しました。さらに、「防災・滅災アーカイブ、」の構築に向け、昭和東南海

地震に関する体験談や資料の収集に取り組みました。引き続き、県民の防災への関心を高め、危機意

識の醸成を図るための瞥発事業を実施し、県民の！坊災意識の向上に結び付けていく必要があります。

【実践取組5 「自然災害に備える墓盤施設の整備に向けた課題」を解決するために】

①地震 津波に対して壊れにくい構造とするため、河川堤防については、津波浸水予測区間内の脆弱

箇所 183筒所のうち、 63箇所で補強対策を完了しました。海岸堤防については、脆弱箇所200箇所

のうち 50箇所で補強対策を進め、当初の計額を 1年前倒しして、平成 26年度中に対策を完了しま

した。また、河川 海岸堤防については、河川改修や海岸高潮対策等に合わせた耐震対策を実施す

るとともに、河口部の大型水門等については2箇所で耐震対策に着手し、 1笛所で完成しました。

引き続き、これらの対策を進めていく必要があります。

津波浸水予j郎区域内にある急傾斜地崩壊防止施設については、 10箇所で擁壁き等の整備を進めました。

引き続き、市町および住民との誠整を図り、対策を進めることが必要です。なお、直轄河J11・海岸

事業において、木曽三川河口部の海抜ゼロメートル地帯等における堤防の耐震対策や、津松阪j巷海

岸の津地区「栗真町屋工区」、「阿漕浦御澱場工区jの整備が進められており、さらなる促進が必

要です。

②河川堆積土砂撤去について、当該年度と今後2年間の実施候補箇所を関係市町と l清報共有する「箇

所選定の仕紐み」により、関係市町と撤去必要箇所の優先度について検討し、選定した撤去筒所の

情報共有を図りながら実施しました。土砂撤去が必要な河川が多く残っていることから、洪水被害

を軽減するため、継続した事業の推進が必要です。また、土砂災害危険箇所内に立地する要配慮者

利用施設の保全については、 4箇所で砂防堰堤や擁壁等の整備を進めました。引き続き、市町およ

び住民との調整を図り対策を進めることが必要です。

③農山漁村地域における避難路の整備について、 2箆所の整備を進め、計画筒所のすべての整備が完了し

ました。漁港施設について、 5地区で防波堤の改修等を、漁港海岸については、 5地区で堤防の改修等

をそれぞれ進めています。農地海岸について、熊野灘沿岸の 1地区で堤防の改修を進めています。しか

しながら、農地海岸および漁港海岸について、計画的な事業推進をはかるため、農山漁村地域整備交付

金の確保が必要です。また、想定される大規模災害に備え、被災農地の早期復旧と営農再開、防災拠点

漁港の早期復旧に繋がる体制整備や対策を構築する必要があります。

際事産属議議扇量約言；~；1橘語道 ：：：：三三三 ~~ll~j ＇~＇1-'mヨ
｛実践取組1 「『逃げる』ための課題Jを解決するために】

＜防災対策部＞

①市町が主体的に取り組む防災目減災対策への財政支援について、平成 27年度に抜本的な見直しを

行うこととしており、地域減災力強化推進補劫金については、これまでの津波避難対策を重視した

制度から、避難所における良好な生活環境の確保などの避難後を見据えた対策や、土砂災害対策、

被災によって孤立した地域への支援対策などを中心に、風水害対策も視野に入れた制度へと改め、

本県の防災減災対策の進展を図っていきます。

②「津波避難に関する三重県モテ、ル」や「避難所運営マニュアルの策定」の取組が、市町や地域にお

いて広く展開されるよう、引き続き、市町や地域防災総合事務所地域活性化局と連携するととも

に、新たな防災人材活用の仕組みとして設けた「みえ防災人材バンクJを用いてみえ防災コーディ

ネ タ などを地域の取紹に積極的に活用することで、県内への水平展開を図ります。
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【実践取組2 「地震による建物被害軽減に向けた課題」を解決するために】

＜県土整備部＞

①木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断を終えた方が、住まいとまちの安全に向け、補強工事

等それぞれの状況に応じた対策を講じることができるよう、さらなる普及啓発を市町と連携して展

開します。また、引き続き、耐震診断、設計や補強工事への補助を行います。

②不特定多数が利用する大規模建築物等の耐震化を促進するため、引き続き、市町と連携して早期の

耐震化を働きかけ、耐震診断が義務化された建築物の耐震診断および避難所として活用される建築

物（ホテル、旅館等）の耐震改修を支援します。

また、平成 27年度は三重県耐震改修促進計画水を改定し、さらなる住宅、建築物の耐震化に向けた

取組を進めていきます。

＜教育委員会＞

③県立学校施設の屋内運動場等の天井等落下防止対策をはじめとする非構造部材の耐震対策について、

早期の完了を目指して、計画的に実施していきます。

＜環境生活部＞

④未耐震の校舎等を有する学校法人に対しては、引き続き、それらの耐震化を促すとともに、校舎等

の耐震化に取り組む学校法人への支援を行います。

＜健康福祉部＞

⑤災害拠点病院等の耐震化について、耐震化工事を実施している病院に対する補助を実施するととも

に、平成 27年度にヱ事が完了する予定の病院について、言十組どおりに工事が完了するよう進捗状況

を確認します。また、耐震化が未実施の病院に対し補助制度の内容を周知するとともに、閤に対し

補助制度の拡充等を働きかけます。

⑥耐震診断未実施の保育所については、耐震診断に要する費用を助成するとともに、耐震補強が必要

な施設の耐震化整備を進めていきます。

｛実践取組3 「災害対応力強化に向けた課題Jを解決するために】

＜防災対策部＞

①県の地域防災計画（地震’津波対策編および風水害等対策編）の修正r＝基づ、き進められる各市町の

関係計画の修正を引き続き支援します。また、「三重県新地震 津波対策行動計画」および「三重

県新風水害対策行動計画」に掲げた行動項目が着実に実践され、本県の防災減災対策が推進され

るよう、各関係部局と連携して進捗を管理します。特に、新たな取組として「三重県復興指針（仮

称）」、「三重県業務継続計画 CBCP）」および「個人備蓄など災害時の緊急物資等における備蓄の

あり方指針（仮称）」を策定するとともに「三重県版タイムライン（仮称）」の策定に向けた検討に

着手します。さらに、 D0 NET （地震・津波監視観測システム）について、本県の地域特性に応

じた災害対策への具体的な活用に向けて検討を進めます。

②主要観光地における観光客の防災・減災対策の推進について、引き続き、鳥羽市と紀北町と共同で

取組を進めることとしており、鳥羽市では、テ マとしている帰宅困難者対策をさらに推し進める

ため、これまでの取組を検証するための帰宅困難者対応訓練などの実施を検討します。紀北町にお

いては、古農地区においてワ クショップを開催するなど、観光客の津波避難対策の具体的な検討

に入ることとしています。また、これらの地域に加え、新たな検討の場となる観光地や観光施設の

開拓にも取り組みます。

③北勢広域防災拠点について、完成の目処としている平成29年度に向けて、適切な進捗管理を行いな

がら造成工事に着手します。また、県南部地域の災害時の孤立対策として、航空燃料の備蓄に向け

た取組を進めます。
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④災害対応力の充実胃強化に向けて、「訓練でできないことは、いざという災害のときに絶対にで、きな

いJとの強い思いのもと、図上訓練においては、引き続き、積み重ねてきた改善を対策に反映させ

るとともに、昨年度、改定した「石油コンビナート等防災計闘J、「国民保護計闘j等をふまえた初

動体制の検討など、災害対応力の着実な向上を図ります。また、実動訓練については、平成 27年度

に本県で開催される「緊急消防援助隊中部ブロック合i育訓練jの機会を通じて関係機関との連携を

中心とした、より実践的な防災訓練を実施します。

⑤原子力災害対策について、被害を受ける立場と他県からの避難者を受け入れる立場の両面から、原

子力災害対策アドバイザーの意見も間きながら具体的に検討していきます。

⑥昨年度見直した「三重県石油コンビナート等防災計画」に基づき、コンピナー卜事業者等の防災対

策を強く推し進めていきます。その一環として、平成27年度は特に、保安対策セミナーを従来の講

演会形式から、新たに数日間の講座形式に変更して開催するとともに、地域創生人材育成事業を活

用して保安管理に関する現場力向上のための人材育成プログラムを開発します。

⑦県と市町の広域的な応援・受援体制の整備について、災害発生狩において物資支援や広域避難がす

みやかに実施されるよう、引き続き検討を進めます。特に広域避難については、「県北部海抜ゼ、ロメ

ートル地帯対策協議会」および「東海三県一市・木曽三川下流域等における防災対策連絡会議」に

おいて、広域避難体制のあり方や手続きなどの検討を進めるとともに、引き続き、海抜ゼロメ ト

ル地帯対策について国への政策提言活動を行っていきます。また、県と市町の災害時の人的広域支

援体制として、台風接近持には必要に応じ、速やかに市町へ派遣チームの派遣を行います。

＜健康福祉部＞

⑧災害医療コーディネーターの研修会プログラムを、段階的に必要な知見を積み上げながら、より実

践的な災害医療体制づくりに資するよう、関係部署が連携して作成します。さらに、研修内容を県

が各地域で実施する訓練研修会に反映させるとともに、災害医療コーヂィネ ターの参加を促進

し、災害詩対応力のさらなる向上を図ります。

⑨医療従事者の研修について、看護師等を対象とした災害看護研修、医師を対象とした災害時検案研

修を引き続き実施します。また、国がDMA Tを対象に実施する研修会や実動訓練への参加を促進

し、災害時対応力のさらなる向上を図ります。

⑩県総合防災訓練や妨災図上訓練等において災害医療対応マニュアルの実効性を確認し、必要に応じ

て内容の更新や補足資料の整備を行います。

⑬県内9地域において地域災害医療対策会議を開催します。また、関係機関で協議、検討のうえ、自｜｜

練や研修を実施します。

＜県土整備部＞

⑫緊急輸送道路の整備については、大規模災害から県民の皆さんの命と暮らしを守るため、引き続き、

残る 5路線の繋備および橋梁の耐震対策を進めます。

⑬道路啓開を迅速に展開できる態勢の整備、充実に向けて、道路啓関慕地6箇所、道路構造強化5筒

所の整備を行い全ての計画箇所（道路啓開墓地 14箇所、道路構造強化 21箇所）を完了させるとと

もに、道路啓開マップを活用した訓練を実施します。

＜警察本部＞

⑭大規模な地震の発生に備え、交番 駐在所に避難誘導資機材等を整備するとともに、施設面の整備

を計画的に進めます。

［実践取組4 「自らの命を自ら守るための課題」を解決するために］

＜教育委員会＞

①全ての公立小中学校および県立学校において、防災ノートを活用した学習が定着していることから、
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防災ノートを活用した学習がより効果的に実施されるよう、学校現場の意見をふまえ、防災ノート

や指導者用資料の見直しを図っていきます。

②学校における防災教育防災対策をより一層推進していくため、「みえ妨災・滅災センターJと連携

して、学校防災リーダ一等教職員を対象とした研修内容の見直しゃ、研修狩数を増やすなど充実を

図っていきますロ

③市町教育委員会や県・市町防災担当部局等と連携して、学校と自主防災組織等を結びつけるなど、

地域と連携した防災学習や防災に関する訓練等の推進に取り組んでいきます。

④児叢生徒等の防災意識や災害対応能力の向上を図るため、被災地との交流を活かした防災学習や体

験型防災学習・ j坊災訓練などの、学校における防災教育を支援していきます。

＜防災対策部＞

⑤地域防災カを強化するためには、みえ防災コーディネーターなど倍々の防災人材の育成、活用だけ

でなく、地域防災の要となる消防団や自主防災組織の組織力向上と相互の連携強化が必要であるこ

とから、消防団員を対象に防災に関する知識の習得や災害時要援護者対策などの自主防災組織にお

ける重要な活動についての研修を実施し、自主防災組織のアドバイザ としての役割を担いうる消

防団員を養成するとともに、自主防リーダー研修に消防屈の活動についての内容を盛り込むことな

どのほか、消防団と密主防災組織の充実、強化および相互の連携を深めるための新たな仕組みを構

築して、これを推進します。

⑥「みえ防災人材パンク」登録者が地域での実践活動を行うための事前研修をはじめ、バンク登録者

が一層地域で活躍できるための仕掛けを設けながら、人材バンクの充実を図ります。また、企業防

災力の向上については、相談窓口アドバイザーの充実を図り、企業における防災関係の取組を支援

します。また、「みえ企業等防災ネットワーク」において、 Bc Pの策定促進や地域防災への企業の

参商促進を殴るための取組を「みえ防災・減災センタ－Jとの連携のもと進めます。

⑦防災啓発について、メディアを活用した広報や市町や「みえ防災・減災センター」と連携したセミ

ナ 等による啓発を実施します。「防災・減災ア カイブ」の構築について、平成 27年度は伊勢湾

台風や紀伊半島大水害等の風水害を中心に体験談や資料の収集を進めます。さらに、「防災・；被災

ア カイブ」を活用した防災の日常化の定着を図るため、「みえ防災・減災センター」において、

防災を題材にした郷土教育や地域での防災啓発活動のコンテンツ作成に活用可能な、世代を超えて

つないでいくべき災害の記憶や記録の収集およびその活用方法について検討します。

【実践取組5 「自然災害に備える基盤施設の整備に向けた課題Jを解決するために】

＜県土整備部＞

①河川堤防については、引き続き補強対策を進め、津波浸水予測区間内の脆弱笛所 183衝所のうち残

り95箇所について、 52箇所の完成を目指します。

海岸堤防については、地震津波に対して「粘り強い海岸堤防」とするための計酪づくりを進めま

す。また、河J11改修や海岸高潮対策に合わせた堤防の耐護対策と、河口部の大型水門等の樹震対策

を推進します。

津波浸水予測区域内における避難地 避難路の保全のため、市町および住民との調整を図り、引き

続き急傾斜地崩壊防止施設の整備を進めます。

直轄河J11・海岸事業において、木曽三川河口部の海抜ゼロメートル地帯等における堤防の耐震対策

や、津松阪港海岸の津地区「栗真町屋工区」、「阿漕浦・御殿場エ区Jの整備を促進します。

②河川堆積土砂撤去については、「笛所選定の仕組みJにより、関係市町と撤去必要箇所の優先度につ

いて検討し、選定した撤去箇所の情報を共有しながら、引き続き撤去を推進するとともに、砂利採
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取制度を活用した土砂撤去の促進を図ります。また、土砂災害危険箇所内に立地する要配慮者利用

施設の保全のため、市町および住民との調整を図り、引き続き土砂災害防止施設の整備を進めます。

＜農林水産部＞

③異常気象や地震・津波に備えるため、引き続き、防波堤など漁港施設の整備や農地海岸および漁港

海岸の堤防改修等を進めるとともに、海岸堤防については、地震冒津波に対して「粘り強い海岸堤

防Jとするための計画づくりを進めます。また、計画的な事業推進を図るため、予算確保や事業制

度の提言を行っていきます。さらに、想定される大規模災害に備え農業版BC P＊及び漁港Bc Pを

策定するとともに、中長期的な視野に立って農業農村整備を着実に進めていくため、「三重県農業農

村整備計画（仮称）」を策定します。
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1 趣旨

2 三重県新地震・津波対策行動計画
平成26年度実績レポートについて

「三重県新地震・津波対策行動計画J（平成 25年度～29年度）（以下「本計

画j という。）の平成 26年度の取組結果と平成 27年度の取組方向を、「実績レ

ポートJ（以下「本レポート」という。）としてまとめましたので報告します。

（「別冊」参照。）

2 位置づけ

本レポートは、本計画の第4章「計闘の基本事項j の「4 進行管理Jの

項に基づき、作成したものです。

「4 進行管理J

本計画の実効性を確保するため、それぞれの行動項目に主担当部と目標

を定め、計画的に推進します。全体の進捗状況については、防災対策部で

とりまとめ、毎年度公表するとともに、三重県防災対策会議などで進行管

理を行し、ます。

3 主な構成

本計画では、発災前から発災後までの対応を、それぞれのフェーズに沿っ

たきめ細かな対策として取り組むことができるよう、必要となる対策を、 23

の「施策j として分類し、掲げています。

そこで、本レポートは、施策ごとに「行動項目の一覧Jを示し、「平成 26

年度の取組結果（成果）と今後の課題J、「平成 27年度の取組方向」をとり

まとめた構成としています。

なお、具体的な記載については、本計画の第6章「『県民の命を守り抜く』

ための選択・集中テーマj に掲げた「重点行動項目」の取組結果等を中心と

した内容としています。

4 今後について

平成 27年度は、数値目標を掲げた本計画の中間年にあたることから、

引き続き関係部局連携のもと、本計画の着実な推進を図ります。
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3 三重県復興指針（仮称）の策定に向けた検討状況について

1 趣旨

「三重県復興指針（仮称） Jの策定に向けて、東日本大震災による被災自治体

の取組状況を調査するとともに、有識者からの意見聴取等の取組に着手しました。

以下、その概要を報告します。

2 東日本大震災による被災自治体（岩手県、宮城県）の取組状況について

岩手県 宮城県

復興方針 東日本大震災津波からの復興に向け 宮城県震災復興基本方針

た基本方針

（策定年月）平成 23年4月 11日 （策定年月）平成 23年4月 11s 
（担当課）政策地域部政策推進室 （担当課）企画部政策課

復興計画 岩手県東、日本大震災津波復興計画 宮城県震災復興計画

（基本計画） 復興基本計画
比一ー.→ー』 H 句←” F 圃司 E ’E ’・－ －－ーーーーーーー・－ -－圃凶－ －晶巳』占－－－ー－－ －－咽曹 －－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－『 F H 〒’F E ’－－－－－－・．．晶掴晶】凶“一ー

（策定年月）平成 23年B月 （策定年月）平成 23年 10月

（計画期間 8年間（百襟； H30年度） （計画期間 10年間（目標； H32年度）

（担当課）復興局企画課 （担当5烈震災復興・企画部震災復興政策課

復興計画 岩手県東日本大震災津波復興計画 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画

（実施計酒） 第 1期実施計画 （復旧期）
白色品副』畠』伊崎』4 』占』』占『均四百回目曹・ーーーーーー・ーーーーーー品－ -－－－ー・ E - - - - --

（策定年月）平成 23年8月 （策定年月）平成 24年3月

（計画期間 3年間（H23～H25年度） （計画期間I3年間（H23～H25年度）

（担当課）復興局企画課 （担当課）震災復興・企画部震災復興政策課

岩手県東日本大震災津波復興計画 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画

第 2期実施計画 （再生期）
a ・・ーー・・ a 圃凶－－ －岨』占』“ M』』－－ --F ’F ・－－－－－－－－－－－－－－－・－ -－品山』占 』』』 H トー』－－－－－－町田司 E ・E ・－－－－－－圃凶・．圃峰山島』” m －－－－－－－－－・－ ---

（策定年月）平成 26年3月 （策定年月）平成 26年3月

（計画期間I3年間（H26～H28年度） （計画期間 4年間（H26～H29年度）

（担当課）復興局復興推進課 （担当動震災復興・企醐震災復興政策課

（県総合計闘と復興計画の関係） （県総合計画と復興計画の関係）

総合計爾「いわて県民計画（H21～H30 総合計画「宮城の将来ビジョン（Hl9

年度）Jも併存。次期総合計画を見据え、
～H28年度）Jと復興計画を一体的に進
めるため、震災時に推進していた「宮

復興計画の計画期間を平成 30年度ま 城の将来ピジョン・第 2期行動計画

での 8年間と設定。
(H22～百25年度）Jを全面改定し、共通

の実施計画として、現在の計画を新た
に策定。

推進体制 岩手県東日本大震災津波復興委員会 宮城県震災復興本部
”－ －’－ －－ーーーーー圃凶・ a凶圃凶】』』』』』』ーート－－『『－－－，司曹聞司・ー

（設置年月）平成 23年4月 11日 店主置年月）平成 23年4月 22日

（事務局）復興局企画課（現復興推進課） （事務局）震災復興・企酒部震災復興推進課

32 



3 東日本大震災による被災自治体の取組状況調査の概要について（主な聴取事項）

( 1 ）復興方針等の策定

（岩手県）

復興方針は、総合計画を所管する政策地域部において策定した。走りながら

の対応であった。事前に考えておくことができるのであれば、考えておくべ

きである。事前復興の取組は、被災後のスムーズな対応につながる。

新たに編成した復興局では、初期の段階から復興計画策定を担当し、県災害

対策本部が廃止された後は、仮設住宅や被災者支援にかかる業務も担当する

こととなった。

市町村の復興計画の策定時期は被災の程度に左右される。被害が軽かった市

町村では、早い時期に復興計画を策定できたが、被害が大きかった大槌町や

陸前高田市においては、策定できたのは平成 23年 12月以降であった。

（宮城県）

当時の企画部政策課が中心となり、復興方針をまとめた。その後、企画部を

再編し、震災復興・企画部が設置された。

水産業復興特区の創設など、被災地から固に対して提案を行うための計画を

めざしたため、国に先んじて、復興方針や復興計画を策定した。

復興の取組は、常に状況が変化するため、計酒策定後も見直しが求められる。

( 2）現在抱えている課題等

（岩手県）

時間経過や事業進捗とともに復興のステージが変わってくる中、生活再建全

般が長引いている。

国が定めた集中復興期間は平成 27年度までであるが、被災地の認識として

は、復興はこれからである。早く復興に取りかかりたくても、被害が甚大で

あった市町村ほど着手することができず、遅れたというのが実情である。

阪神・淡路大震災や新潟中越地震に要した復興期間と照らし、東北への復興

支援もそろそろ完了させてはどうかとの意見があるが、元の場所で復興を行

うのと、新たな場所で復興を行うのとでは、復興に必要な時間が全く具なる。

（宮城県）

現在の課題として、住まいの確保については、復興まちづくりの遅れ、建設

資材や労働力の不足等により災害公営住宅の整備が遅れている。仮設住宅等

での不安定で不自由な生活の長期化により、年齢を問わず被災者の心身への

影響が深刻となっている。

有効求人倍率日体は 1.28 (H27目 3）と高水準だが、業種や職種による求人・

求職に隔たりがあるなど、雇用のミスマッチが発生している。

事業者の販路の回復・開拓については、中小事業者の販路が戻っていない。
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4 有識者からの意見聴取について

( 1 ）被災地支援の立場から見た震災復興の状況について

震災直後は、あらゆることに同時進行で取り組まなければならない。復旧と

復興を同時に進めることが要求される。しかも、極めて短時間で調整を行い、

意思決定しなければならない。

復旧や復興のスピードは、自然災害の大きさだけでなく、行政組織が負うダ

メージの大きさ、経済活動の主体が負うダメージの大きさにも左右される。

産業復興のうち、特に甚大な被害があった水産業については、漁港の護岸整

備、製氷機の設置など、施設・設備に関しては、短い期間である程度の成果

が出ている。一方、そのことが、取引先との販路回復や販売額の回復にまで

結びついているかと言えば、厳しい状況にある。

( 2）被災者支援の立場から見た震災復興の状況について

災害公営住宅の整備の遅れから、仮設住宅での生活が長くなっている。当初、

仮設住宅の入居期間は2年であったが、 5年に延長された。

また、建設用地となった民有地の契約期間の終了等により、仮設住宅の集約

化が行われている。何度も住まいが変更されることにより、コミュニティが

崩壊しつつある。自立再建できる人は、早々に仮設住宅から退去する。取り

残され感がある中で、人間関係を再構築しなければならない。見た目の復興

は進んできているが、被災者が抱えるストレスは、より深刻化している。

今凹の震災では、コミュニティの結びつきの強さが、迅速な救助や支援につ

ながるなど効果を上げた。地域のコミュニティは、災害時に困難を抱える人

を支えることができる。震災対応・復興は、地域が主体となるべきである。

今のうちから、地域の関係づくり、また、学校や企業を含めた地域を取り巻

く関係、づくりを進めていくことが大事である。

5 今後の進め方について

今回実施した状況調査のほか、今後、引き続き、東日本大震災をはじめ、阪神・

淡路大震災、新潟県中越地震、福間県西方沖地震など震災復興における教訓や課

題の整理、また、有識者による専門部会からの意見聴取にも努め、「三重県復興

指針（仮称）Jに盛り込む項目や構成等についての検討を行うなど、指針の策定

を着実に進めていきます。
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4 「ちから・いのち置きずなプロジェクトj について

1 fちから・いのち H きずな」プロジェクトの目的

地域防災力の向上に資するため、その中核を担う消防団と自主防災組織の充実
強化を図り、地域の組織力を発揮するための人づくりの新たな仕組みづくりとし

て、「ちから・いのち・きずなフ。ロジェクトj に取り組みます。

2 キックオフイベントの開催
当プロジェクトのキックオフイベントとして、消防固と自主防災組織が連携し

て地域防災に取り組んでいくことの重要性について、それぞれの関係者が共通認

識を持てることを目的に地域防災シンポジワムを開催しました。

( 1 ） 日時平成27年6月 13日（土） 13時30分～16時 10分

(2）場所三重県勤労者福祉会館6階講堂

( 3）参加者 141名

(4）内容

①講演

〔内訳〕消防団・自主防災組織・市町及び消防本部 計 101名

その他関係者計40名

講師 （一財）消防科学総合センター
研究開発部長兼統括研究員黒田洋司氏

テーマ 「地域防災が目指す姿～消防団と自主防災組織との協働～j

概要：全国の事例を交えながら講演いただき、その概要は次のとおりでした。

・三重県の自主防災組織は、組織率や活動実態において全国より高いレベル

にあるが、これまでの土台作りから中身を入れていく段階にきている。

・全国的に自主防災組織も市町村も様々な問題を抱えている。消防司は自主

防災組織と市町村の間を埋めるパイプ役として期待される。

また、消防団だけでなく、消防団OB、ボランティア、民生委員、学校な

と多様な主体と共同してパイフ。役になってもよい。

－消防団や自主防災組織が臨戸し、逃げる前に怪我をしないよう危険な寝室

を減らしていくような活動も行う必要があるのではないか。

② パネノレディスカッション
コーディネーター：黒田洋司氏

パネリスト．津市消防団団長 松島昇氏

伊勢市消初回副団長 新谷琴江氏
松阪市朝見まちづくり協議会 防災部会長田所 桂 氏

元伊賀市三団地区自主防災協議会事務局長貝増統太郎氏
三重県防災対策部部長 稲垣司

概 要：「消防団と自主防がどのように連携していくべきか」というテーマで

パネルデ、イスカッションが行われ、主な意見は次のどおりでした。

・一消防団の中でも、各方面団にそれぞれ伝統があり、災害に対する考え方

も、津波や土砂災害など地域の特色に合わせた減災の取組を行っている。

・1再訪問や自主防災組織をはじめ様々な団体が、個々に動くのではなく、連

携が出来る仕組みを作らなくてはいけない。それぞれの役割をしっかり理

解し合う互助のカで取り組んでいければと思う。
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・重機等を持つ事業所と覚書を交わし、救助の際の協力をお願いしている。

また、要援護者の避難においては老人福祉施設に協力をお願いしている。

・発災時には何をしていいのか、何を応援してもらえばいいのかわからない

のが実態としてある。また、訓練のマンネリ化を打開するためにも、消防

団と自主防災組織が連携した実践的な訓練を考えていきたい。

・発災前の対策として、地域の方と一緒に考えながら、寝室倒壊を防ぐなど

の取組を進めていきたい。また、都道府県や市町村の垣根を越えて被災地

の支援に取り組めるよう考えてもらいたい。

－県としては、地域防災の要としての消防団や自主防災組織の仕接け、仕組

みづくりに本気モードで取り組む必要性を考えてきた。県内各地域で状況

や災害も異なるが、地域防災力に抜け穴がないようしっかりカバーする仕

組みを構築していきたい。

3 今後の取組

今後は、次の事業に取り組み、当プロジェクトを推進していきます。

( 1）消防団を対象とした f自主防災組織アドバイザー」の養成

防災、消火・救護・救出等の指導技術や、消防団と自主防災組織の役割等の

知識を習得し、自主防災組織と積極的に関わる中で相互の連携強化を図れる人
材の育成をめぎし、自主防災組織アドバイザーを養成します。

みえ防災・減災センターと連携し、共通講座・専門講座・実技講習をセット

メニューとした養成講座を開催します。（ 8月～9月）

( 2）自主防災組織を対象とした「自主防災組織リーダーjの養成

自主防災組織のリーダーとして必要な知識・技能を習得し、消防団との連携

の重要性についての理解を深め、組織の活性化に取り組む人材の育成をめざし、

自主防災組織リーダーを養成します。

みえ防災・減災センタ｝と連携し、基礎知識・組織運営・消防屈との連携を

主な内容とした研修会を開催します。（ 7月～9月）

( 3) I自主防災組織アドバイザー（消防湿員）Jと「自主防災組織リーダー」の連携

( 1 ）と（ 2）に参加した「自主防災組織アド、パイザー（消防団員）Jと「自

主防災組織リーダー」を対象として、学んだ知識・技術等を実際の連携した活

動につなげていただくことを目的に、実務研修を実施します。（ 1 1月）

(4）モデル事業の展開

上記（ 1 ）～（ 3 ）の取組を通じて、実践を行う 1地域を選定し、県内各地

域への水平展開に資するモデル事業を実施します。（ 1 2月～）

( 5）その他の取組

若手消防団員を対象に、若い時期から地域の安全を自らで考える若年層リー

ダーとなる人材の育成をめぎし、講座を開催します。

また、消防団員の確保（若年層消防団員の確保）につながる新たな制度導入

に向けた検討を進めます。

さらに、活動実態がない自主防災組織の活性化につながる支援に取り組みます。
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5 審議会等の審議状況について

（平成27年2月16日～平成 27年6月2日）

1 三重県防災会議

1 審議会等の名称 コ重県防災会議

2 開催年月日 平成 27年 3月 19日

会長 一 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

3 委 員 委員警察庁中部管区警察局長

平野和春、外 53名

1 ゴ重県地域防災計画（風水害等対策編）

平成 27年 3月修正案について

4 諮 情事項 2 三重県地域防災計間（地震・津波対策編）

平成 27年 3月修正案について

3 一重県水防計画平成 27年度修正案について

5 調査審議結果 上記3件の諮問について了承

6 備 考

2 三震黒石油コンピナート等防災本部員会議

1審議会等の名称 一重県石油コンピナート等防災本部員会議

2 開催年月日 平成 27年 3月 19日

会長一重県知事鈴木英敬
3 委 員 委員警察庁中部管区警察局長

平野和春、外 24名

4 諮問 事 項 三重県石油コンビナート等紡災計画の修正について

5 調査審議結果
一重県石油コンピナート等防災計画

平成 27年 3月修正案を了承

6 備 考
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3 三重県国民保護協議会

1 審議会等の名称 ゴ重県国民保護協議会

2 開催年月日 平成 27年 3月 19日

会 長 一 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

3 委 員 委員警察庁中部管区警察局長

平野和春、外49名

4 諮問事項 三重県国民保護計画の修正について

5 調査審議結果 上記 1件の諮潤について了承

6 備 考

4 三重県救急搬送・医療連携協議会

1 審議会等の名称 三重県救急搬送・医療連携協議会

2 開催年月日 平成 27年5月 28臼

会長 一重大学医学部附属病院長伊藤正明

3 委 員
副会長 一重県医姉会副会長小林篤

委員 一重県医療審議会周産期医療部会長

駒田美弘、外 21名

4 諮陪事項 傷病者の搬送及び受入れ基準について

5 調査審議結果
指導救命土の育成等について、メデイカルコントロ

ール専門部会からの報告を了承

6 備 考
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